
日南町告示第８号

令和４年第２回日南町議会定例会を次のとおり招集する。

令和４年２月24日

日南町長 中 村 英 明

記

招集年月日 令和４年３月２日

招 集 場 所 日南町役場庁舎 議場

○開会日に応招した議員

大 西 保君 岩  昭 男君

櫃 田 洋 一君 久 代 安 敏君

近 藤 仁 志君 荒 木 博君

古 都 勝 人君 岡 本 健 三君

坪 倉 勝 幸君 山 本 芳 昭君

○応招しなかった議員

な し

－１－



令和４年 第２回（定例）日 南 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和４年３月２日（水曜日）

議事日程（第１号）

令和４年３月２日 午前９時20分開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 町長施政方針説明

日程第４ 議案第５号 町道の路線変更について

日程第５ 議案第６号 公の施設に係る指定管理者の指定について（日南町高齢者生産活

動センター）

日程第６ 議案第７号 公の施設に係る指定管理者の指定について（日南町農林業担い手

研修施設イチイ荘及び日南町山村広場）

日程第７ 議案第８号 日南町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第９号 日南町農林業担い手研修施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正について

日程第９ 議案第10号 日南町消防団条例の一部改正について

日程第10 議案第11号 日南町立認定こども園の設置及び管理に関する条例の制定につい

て

日程第11 議案第12号 令和３年度日南町一般会計補正予算（第８号）

日程第12 議案第13号 令和３年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

日程第13 議案第14号 令和３年度日南町介護保険特別会計補正予算（第４号）

日程第14 議案第15号 令和３年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第16号 令和３年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第17号 令和３年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計補正予算

（第２号）

日程第17 議案第18号 令和３年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第３号）

日程第18 議案第19号 令和３年度日南町下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第20号 令和３年度日南町病院事業会計補正予算（第４号）

日程第20 議案第21号 令和４年度日南町一般会計予算

日程第21 議案第22号 令和４年度日南町国民健康保険特別会計予算

日程第22 議案第23号 令和４年度日南町介護保険特別会計予算

日程第23 議案第24号 令和４年度日南町介護サービス事業特別会計予算

日程第24 議案第25号 令和４年度日南町後期高齢者医療特別会計予算

日程第25 議案第26号 令和４年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計予算
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日程第26 議案第27号 令和４年度日南町簡易水道事業会計予算

日程第27 議案第28号 令和４年度日南町下水道事業会計予算

日程第28 議案第29号 令和４年度日南町病院事業会計予算

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 町長施政方針説明

日程第４ 議案第５号 町道の路線変更について

日程第５ 議案第６号 公の施設に係る指定管理者の指定について（日南町高齢者生産活

動センター）

日程第６ 議案第７号 公の施設に係る指定管理者の指定について（日南町農林業担い手

研修施設イチイ荘及び日南町山村広場）

日程第７ 議案第８号 日南町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第９号 日南町農林業担い手研修施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正について

日程第９ 議案第10号 日南町消防団条例の一部改正について

日程第10 議案第11号 日南町立認定こども園の設置及び管理に関する条例の制定につい

て

日程第11 議案第12号 令和３年度日南町一般会計補正予算（第８号）

日程第12 議案第13号 令和３年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

日程第13 議案第14号 令和３年度日南町介護保険特別会計補正予算（第４号）

日程第14 議案第15号 令和３年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第16号 令和３年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

日程第16 議案第17号 令和３年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計補正予算

（第２号）

日程第17 議案第18号 令和３年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第３号）

日程第18 議案第19号 令和３年度日南町下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第19 議案第20号 令和３年度日南町病院事業会計補正予算（第４号）

日程第20 議案第21号 令和４年度日南町一般会計予算

日程第21 議案第22号 令和４年度日南町国民健康保険特別会計予算

日程第22 議案第23号 令和４年度日南町介護保険特別会計予算

日程第23 議案第24号 令和４年度日南町介護サービス事業特別会計予算

日程第24 議案第25号 令和４年度日南町後期高齢者医療特別会計予算

日程第25 議案第26号 令和４年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計予算

日程第26 議案第27号 令和４年度日南町簡易水道事業会計予算
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日程第27 議案第28号 令和４年度日南町下水道事業会計予算

日程第28 議案第29号 令和４年度日南町病院事業会計予算

出席議員（10名）

１番 大 西 保君 ２番 岩  昭 男君

３番 櫃 田 洋 一君 ４番 久 代 安 敏君

５番 近 藤 仁 志君 ６番 荒 木 博君

７番 古 都 勝 人君 ８番 岡 本 健 三君

９番 坪 倉 勝 幸君 10番 山 本 芳 昭君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 花 倉 幸 江君 書記 花 倉 順 也君

説明のため出席した者の職氏名

町長 中 村 英 明君 副町長 丸 山 悟君

教育長 青 戸 晶 彦君 総務課長 木 下 順 久君

企画課長 實 延 太 郎君 建設課長 財 原 積君

住民課長 淺 田 雅 史君 農林課長 坂 本 文 彦君

福祉保健課長 渡 邊 輝 紀君 教育次長 村 上 伴 樹君

教育課長 段 塚 直 哉君 会計管理者 長 崎 み よ君

農業委員会事務局長 松 本 道 博君 病院事業管理者 中 曽 森 政君

病院事務部長 福 家 寿 樹君

議長挨拶

○議長（山本 芳昭君） おはようございます。令和４年３月定例会の開会に当たり、一

言御挨拶申し上げます。

本日、令和４年第２回日南町議会定例会が招集されましたところ、議員全員の御出席

をいただき、厚く御礼を申し上げます。

日南町ホームページの人権コラムに、「なぜ引き金が軽い」との記事が掲載されてい

ますが、現在、東ヨーロッパでは、ロシア軍によって核兵器の使用をもほのめかしたウ

クライナへの侵攻が始まっています。いかなる理由があったとしても、武力による侵略

は許されません。早期に話合いによって停戦が実現し、平和を取り戻せるよう切望いた
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します。

さて、今期定例会では６名の議員が一般質問をされますが、中村町長１期目の総仕上

げの予算であります。一般質問はもとより、予算審査特別委員会の設置を予定をしてお

りますので、議員各位の十分な審議をお願いいたしますとともに、執行部におかれまし

ては、議会運営に格別の御協力をいただき、本町の発展のため充実した会議となります

ようお願いいたしまして、開会の挨拶といたします。

午前９時２０分開会

○議長（山本 芳昭君） ただいまの出席は１０名です。定足数に達していますので、令

和４年第２回日南町議会定例会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

タブレットの令和４年第２回定例会フォルダの報告書ファイルをお開きください。

地方自治法第１２１条の規定により、本定例会に出席を求めた者は、１ページのとお

りです。

本町の監査委員から、令和４年２月１８日付で、地方自治法第２３５条の２の規定に

よる例月出納検査の結果について報告がありました。２ページから１２ページのとおり

報告します。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（山本 芳昭君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。

会議録署名議員は、日南町議会会議規則第１２５条の規定により、議長において、６

番、荒木博議員、７番、古都勝人議員の２名を指名します。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（山本 芳昭君） タブレットの会期日程ファイルをお開きください。

日程第２、会期の決定を議題とします。

今期定例会の会期は、さきに議会運営委員会に諮問し、答申を得ていますが、その会

期は、本日３月２日から３月２４日までの２３日間です。

お諮りします。今期定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日３月２日

から３月２４日までの２３日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、会期は、本日から３月２４日ま

での２３日間に決定しました。

つきましては、今期定例会の運営について、格別の御協力をお願いします。

・ ・
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日程第３ 町長施政方針説明

○議長（山本 芳昭君） タブレットの町長施政方針ファイルをお開きください。

日程第３、令和４年度町長施政方針について、中村町長より説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 令和４年度町長施政方針。

初めに、町の行政を預かり、私の任期もはや３年を経過しました。このうち直近の２

年間は、新型コロナウイルス感染症対策に傾注した日々であったと感じております。町

民の皆様への行動自粛のお願いや飲食業への支援をはじめとする経済対策、ワクチン接

種体制の構築等、初めて経験するものでございました。これまでの町民の皆様の御理解

と御協力に感謝申し上げます。そして、この間、コロナ後に向けて日本社会の在り方に

も様々な変化が生まれており、こうした変化の中で、必要なもの、大事なものを見極め

ていくことが大切です。現在のオミクロン株の感染拡大による第六波の勢いはまだ収ま

りを見せておらず、まずは新型コロナワクチンの第３回目の接種を安全にかつ希望され

る町民の皆様に早く接種していただくよう進めていき、３月末までには終了する計画で

す。２月の１８日時点での町内ワクチンの接種率は４⒈６％です。２回目のワクチン接

種の感染予防効果が徐々に低下している現在、３回目の接種には感染拡大防止と重症化

予防に効果があります。未接種の方はぜひワクチン接種を御検討ください。そして、託

された残りの任期は、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を最優先に、一つ一つの

課題解決に向けて全力で取り組んでまいります。

初めに、町政運営におけます最近の動きと基本的な考え方を述べさせていただきます。

まず、林業部門におきましては、林業アカデミー入学希望者が徐々に増えてきており

ます。特に高校新卒者が増えてきてるところであり、また、卒業生のうち町内就職者は、

この春、卒業生を含め延べ１２人となる見込みで、着実に成果が見受けられており、今

後の活躍を期待するとともに、引き続き担い手育成に尽力していきます。

次に、平成２５年から取組を進めておりますＪ－クレジットの販売でございますが、

令和３年度に入り大きく伸びており、３月末見込みですが、契約件数が１００件を超え、

金金にしますと約 ８００金金となります。金金には企業における金金金金の理金の金

透、脱炭素社会経営といったＥ金金、いわゆる環境、社会、ガバナンスの意識の高まり

があると感じております。また、従来から仲介役を担っていただいております地方銀行

２社の役割は大きく、また昨年の後半からですが、地方の信用金庫１行と大手生命保険

会社県内支店に加わっていただきましたので、今後さらに推進を図りたいと思っており

ます。

これらの取組を評価していただきまして、本年１月、総務省のふるさとづくり大賞、

地方自治体部門を受賞しました。町民の皆様とともに喜びたいと思っております。さら

に、国が進めております金金金金金融への取組として、当町のＪ－クレジットの販売に

係る金金金金を推進する金融機関との連携が、国におきましても高く評価されていると
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こでございます。取引を仲介していただいております金融機関等、また、御購入をして

いただきました民間企業関係者の皆様方に厚くお礼を申し上げますとともに、先進モデ

ルとして全国に広がっていくことを期待しております。

農業部門の担い手づくりでございますが、研修生制度では令和３年度は新規に３人を

採用し、現在、研修を重ねているとこでございます。先月末には１名卒業し、新規就農

をされました。４月には新たに２人の採用内定を出してるとこでございます。新規就農

に向けてしっかりとサポートをしていきたいと思います。次の展開としましては、国が

推進します、みどりの食料システム戦略に沿った町内での取組について検討をしてまい

りたいと思っております。

教育部門におきましては、１月に学校運営協議会が組織され、４月からは、こども園、

小・中学校がコミュニティ・スクールとして本格的に動き始めます。将来を担う子供た

ちの成長を地域一丸となって支えていく体制づくりができました。昨年の４月から取り

組んでおりますＣ金サポーターの参加状況でございますが、１２月までの９か月間で延

べ３２８人の方に関わっていただいております。この中には企業としても御参画してい

ただいております。まさしく地域全体でサポートする体制になっており、関わっていた

だいております皆様方に感謝申し上げますとともに、充実した活動となるよう御協力を

お願いするものでございます。また、認定こども園にちなん十色も４月からスタートし

ます。園・小・中一貫教育ビジョンに基づいた取組に挑戦していくとともに、具体的な

肉づけと実践を進め、子供たちのやりたい思いがかなえられるよう真の学力向上を考え、

園・小・中連携強化を図ってまいります。

地域経済におきましては、昨年末に林業苗木の生産施設が稼働し、未来の地域の森林

づくりに大いに貢献していただき、さらなる活性化につながるものとして期待しており

ます。また、平成３０年度から着手しました林業団地の造成工事もこのたび完成をしま

す。今後は、林業成長産業化モデル事業計画に沿って、着実に推進を図ってまいります。

そして、商工業では、先月２２日にスタートしましたキャッシュレス事業「たったもカ

ード」の利用を推進し、町内経済の循環と町民参加によるまちづくり、そして地域デジ

タル化の一端として、便利さやお得感、スマートさを感じていただけるよう取り組んで

まいります。町内多くの店舗での買物や食事などにこのカードが利用できることになり

ますので、町民の皆様にはぜひ御活用をお願いするものでございます。

公約に掲げておりました事業についてでございます。

最初にまず、ふるさと納税の寄附金ですが、目標１億金につきましては、個人版で令

和２年度実和が９４３件、 ６７１金金、令和３年度現在ですが、本年１月末現在です

が、 ０１３件、 ５１０金金でございます。企業版のほうも現在３件、１２０金金と 

なっておりまして、目標の ０００金金にはないておりませんけれども、令和４年度は

０００金金を目指すこととしております。なお、数００定ではありますが、新たに日

南トマトを返礼品に加え、目標金に達成できるよう推進してまいります。
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また、がん検診の推進でございますが、コロナ禍という金金もあり、伸び悩んでる状

況でございます。令和３年度は２⒏６％の実和見込みでございます。引き続き重点項目

として推進します。

結婚の件数につきましては、平成の２７年度から令和２年度の６年間の実和は５６件

でございました。コロナ禍でイベントがなかなかできなかったということもありますが、

年間平均⒐３件となっておりまして、目標に対しておおむね好ましい状況と感じており

ます。時代の流れとして見合い結婚から恋愛結婚の流れ、そして、昨今は、現在委託し

ております結婚相談所等の仲介によります結婚件数が徐々に増えてる状況と聞いており

ます。これまで以上の成果を目指し、推進してまいります。

国内では、昨年９月に岸田内閣が発足し、新型コロナ対応をはじめとして新しい資本

主義の下での成長を掲げています。その中で、デジタル田園都市構想の実現や気候変動

問題、経済安全保障、災害対応などの取組を表明され、また、国の礎は人とも発言され

ております。引き続き世界、日本の動きの潮流を感じながら未来予想図を持ち、変革の

時代の中で、日南町の未来を皆さんとともに次の世代につなげるため、覚悟を持って町

政運営に取り組んでまいります。

令和４年度の予算編成についてでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、ますます将来の見通しが立たない状況の中、再び日本経済を前に進めるため、国

におきましても各種政策が打ち出されております。こうした中、日南町の財政状況は、

令和２年度一般会計決算では、実質収支が約４億 ６００金金の令令となりました。財

政状況を示す財政健全化の指標につきましては、実質公債費比率が⒎０％、将来負担比

率は十分な基金の蓄え等により生じておらず、国が定めます早期健全化基準を大きく下

回っております。しかしながら、歳入に占める町税などの自主財源の割合は１⒌７％と

依然として乏しく、地方交付税や国県支出金などに依存した財政運営が続いていること

に加えて、経常収支比率は９⒊７％と財政構造の硬直化が続いております。今後もさら

に厳しさを増していくことから、健全な財政の確立により持続可能な財政運営を維持し

ていくことが必要であります。また、第６次総合計画や第２期日南町人口ビジョン・総

合戦略の目標達成に向け、さらなる推進を図ります。

令和４年度の予算編成に当たりましては、総括事項として町民の安全・安心、地方創

生の推進と金金金金の目標と達成に向けた取組、日南町金Ｘの推進、行政ポイントを活

用した住民参画のまちづくり、グリーン社会の実現に向けた取組、財源確保の取組、よ

りよい行政サービスの提供、予算編成経過の継承と連携、社会情勢とニーズに対応した

事務事業の再編を私から示達し、これらを柱に職員一丸となって予算編成を行いました。

その結果、令和４年度の一般会計当初予算金は６７億 ０２９金金となりました。対

前年度比３億４７９金金、⒋７％の増です。歳入におきましては、主な内容を申し上げ

ますと、自主財源が１３億 ８７８金金、地方交付税は昨年より ⒎４％増の２９億 ０

００金金を見込んでおります。町債は９億 ０６０金金を見込んでおるとこでございま
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す。

歳出ですが、公設の消防大歳分団の機庫の新築工事が ０００金金、デマンド交通シ

ステムに６０３金金、デマンド及び路線バスの購入費 ２２８金金、ス化事業の終了に

伴います伴要伴伴伴ーブルの伴伴費が１億 ８００金金、日伴上の地域伴伴センター改

修工事に ４５０金金、地域活動支援交付金に６００金金、修修センター修修工事費 

７４５金金、トマト７果機の改修事業支援として ０９８金金、７７舎７７の修修工事

が８８０金金、国がが査事業として１億 ２６０金金、治山事業に ６６０金金、林道 

新設改新事業に ９１１金金、町道維持管理事業と新新の事業に３億 ０４７金金、新 

梁維持管理事業に ９３４金金、梁梁梁の展示伴ースの改修ということで ７１６金金、 

武道梁の７７修修費 ７４１金金を予定しております。また、コロナの交付金を活用し

た事業としまして、たづくり応援特別補た金 ７００金金を予定しております。なお、

伴足する財源につきましては、財政が不基金より３億 ８２４金金を不り入れることと

しております。

また、国民健康保険の特別会計など、特別会計の予算総金が１６億 ４３１金金、企

業会計であります簡易水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計の予算の総金です

が、１８億 ０４５金金となりました。この結果ですが、全会計総金ですが、１０３億

５０５金金で、対前年度 ⒊９％の増となりました。

町政運営の基本方針でございます。住んでいる町民が豊かさを感じ、誇れるまちづく

りに向けて、引き続き「産業伴伴＝しごと」、「町民が安心して暮らせる健康なまちづ

くり＝まち」、「心豊かに生きる協働のまちづくり＝ひと」を町政の柱として進めてい

きます。そして、金金金金の開発目標の推進と脱炭素社会への参画等、様々な分伴での

ビジョンづくりと実践を進めていき、縮みながらも成長するまちづくりを目指して次世

代につなげていきます。

最初に、産業伴伴（しごと）でございます。まず、農業分伴でございますが、全国的

にも生産者が減少、大規模自然災害、温暖化、地域コミュニティーの衰退などの課題が

ある中で、国はみどりの食料システム戦略を打ち出し、２０５０年までに有機農業の取

組の面積を全耕地面積の２５％、１００金ヘクタールにする目標を掲げました。有機農

業の取組をさらに拡大するため、基本方針や施策に基づき、人材の育成、産地づくり、

流通・加工・小売の事業者などと連携した取組、消費者の理解と国産有機食品に対する

需要喚起、技梁開発と普及の促進を図る方針です。環境負荷の低減を図り、持続可能な

農業生産を維持・発展させるためには、環境に配慮した栽培へと転換する取組が必要で

す。また、引き続きスマート農業や圃場不備の推進を図ります。折渡地区の圃場不備の

工事実施でございますが、令和の５年度を予定をしております。高性能機械の導入や基

盤不備などの農業の効率化を進めますが、最終的には人の確保が必要となりますので、

研修生の制度や地域おこし協力隊の制度を活用して、独立就農者や法人就農の人材確保

に努めます。そして、少しずつ始まっておりますが、耕作放棄地の非農地化を進め、地
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理的条件が不う場所につきましては林地化の推進を図ってまいります。昨年から収入保

険制度の加入促進の仕組みを開始しました。令和３年の加入者ですが、９７戸と増加し

ております。気象や自然災害の影響や価格変動に対応する生産活動につなげてまいりま

す。町の特産であります日南トマトの生産ですけれども、７果機が耐用年数を経過して

いることもあり、設備の一部改修への支援を行います。７果能力がアップし、ＡＩを利

用した７別により高度なスキルを必要としない７別作業ができる設備と聞いております。

町の代表的ブランドであります日南トマト生産にも、意欲を持って頑張っていただきた

いと期待をします。

続いて、林業部門でございます。昨年、新型コロナの影響で第３回目のウッドショッ

クが生じ、材木価格が高騰しました。現在は少し落ち着きを取り戻したと聞いておりま

すが、今後の状況を注視していきます。また、金願でありました木材団地の造成工事も

この３月で完成します。今後は、林業成長産業化モデル事業計画に沿って関係企業との

協議を行いながら、事業展開推進に努力していきます。昨年末に林業苗木生産施設が稼

働しました。カラマツや花粉の少ない杉などが生産され、本年秋には５金本、次の年に

は１２金本の生産計画でございます。そして、さらに期待したいのは早期に成長するエ

リートツリーの生産です。県内での生産にはもう少し時間がかかると鳥取県から聞いて

おりますが、早期着手ができるよう要望を行っております。新植の在り方もコンテナ苗

によりまして生産性の向上が図られるとともに、ドローンによる植栽地への輸送や苗木

の穴掘りも機械化されることで省力化につながります。そして、二酸化炭素の吸収０増

加につながるとともに、森林の不備・保全に貢献できます。こうした一連の動きの中で、

将来の林業と経済の持続化が見込まれると期待しております。なお、原木価格安定対策

事業につきましては、期０を１年残しておりますが、関係者との協議により中止としま

した。

また、昨年から人材伴足対策として、ソフトバンク、鳥取大学との連携事業により、

おしごとバンク事業の取組を進めておるとこであります。本格的な事業化は令和４年度

中を目途に進めており、町内企業の労働力伴足の解消の一たとなり、また、短時間でも

働きたいという希望に添えるようになる仕組みを目指しております。多様な働き方の在

り方も視伴に入れながら、労働力伴足解消に努めてまいります。

次に、町民が安心して暮らせる健康なまちづくり（まち）でございます。第２の柱、

町民が安心して暮らせる健康なまちづくりでございますが、町民の皆様がそれぞれのラ

イフステージにおいて、明るく健康な生活が送れる環境が重要であります。がん検診や

一般検診も新型コロナウイルス感染症の関係で、受診を控えられる状況が続いておりま

すが、健康を保ち働くことが重要でございますので、受診率の向上に努めてまいります。

医療についてでございますが、令和４年度日南病院は開設６０周年を迎えます。現在、

新型コロナワクチンの接種の最前線で頑張っていただいております。また、新型コロナ

医療病床を４床確保しており、今後とも公立病院としての重要な役割を果たしていきま
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す。職員のほうも新規に看護師が６人、放射線技師が１人及び理学療法士１人を採用す

る予定でございます。順次、職員体制の確保と年齢構成の平準化に向けて努力していき

ます。

また、国民健康保険税は引き続き据え置くこととしました。

そして、納税方式の標準化に伴いまして、税金の徴収方法を集合徴収方式から個別の

収納方式に変更します。これにより地域の納税組合を廃止しますので、御理解と御協力

をお願いするものでございます。町制始まってからの長きにわたり、納税組合活動を推

進していただいた町民の皆様に感謝申し上げます。４月からは、納税に係る７択肢の拡

大としてコンビニでの支払いが可能になりますので、御利用をいただきたいと思います。

デジタル化の推進ですが、現在、教育現場では金Ｉ金Ａスクール構想によって不備さ

れたタブレット端末を利用した授業や、保育園ではハグノートというアプリを活用して

保護者との相互連絡をデジタル化しています。連絡帳の代わりとして、また、アン伴ー

トや緊急連絡などに活用し、好評であります。本年は学校現場でのデジタル活用をさら

に充実させるため、無線ＬＡＮのが査・改修を行います。

また、かねてから検討を進めてまいりました公共交通のデマンドバスのドア・ツー・

ドア化ですが、予定どおり１０月の開始に向け、現在、鋭意準備を進めているところで

す。そして、タクシーた成ですが、令和４年度は継続し、令和５年度以降の在り方につ

きましては今後不理をしていきます。

空き家対策や移住定住に係る業務につきましては、さらなる発展を目指し、現在の観

ス協会と統合した一般社団法人の業務として体制強化を図ってまいります。

昨年、脱炭素社会に向けての自治体宣言を行いました。計画づくりには広範囲におい

て内容精査が必要となり、令和の４年度に持ち越しさせていただきます。

道路不備につきましてですが、国が交通省の直轄代行事業であります地域高規格道路

江府三次線の鍵掛峠道路のトンネル工事ですが、この春から本格的に始まります。引き

続き新梁工事も発注予定となっておりますので、令和７年度完成目標に向けまして工事

が進んでおります。鳥取県の事業におきましては、国道１８３号河上２期工区ですが、

令和４年度完成予定です。また、歳内のバイパス及び国道１８０号福長バイパスの事業

推進と早期完成を要望していきます。

町の事業では、林道の船通山線の落石対策事業、内方線の開設事業の完成、町道生山

印賀線の完成を図ります。引き続き国がが査事業を推進し、治山事業によります急傾斜

地の崩壊対策、町道ののり面対策、舗装修修、新梁修修などの事業推進により、防災・

減災、国が強靱化の取組を行います。

住まいづくりにおきましては、霞地内の公有地に町内事業所の雇用などに必要となる

賃貸住宅の建設をＰＦＩ方式により公募したいと思います。民間の資金力、技梁力、経

営力などを活用して住まいの７択肢を増やし、移住定住施策を推進し、さらには中心地

域、公共施設やが地利用なども含めた計画づくりに努めていきます。
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次に、心豊かに生きる協働のまちづくり（ひと）でございます。第３の柱であります

「ひと」についてでありますが、まず、教育部門の動きです。日南町の子どもの教育あ

り方検討会で答申していただいた内容に沿いまして、具体的なアクションプランの着実

な実践が求められている中で、この春からは、保育園が認定こども園「にちなん十色」

として出発します。コミュニティ・スクールも令和４年度のスタートを目指して準備を

進め、学校運営協議会も本年１月に組織化されました。本格的には４月からのスタート

となりますが、地域とともにある学校づくりを進めていきます。園・小・中一貫教育に

つきましても、そのビジョンづくりもでき、具体的行動の詰めの段階となりました。時

間を置かず推進してまいります。また、中学校の部活について、ソフトテニス部に加え、

陸上部にも部活動指導員を配置する予定であります。学校給食では近年の給食材料費の

高騰に対して、保護者負担の増大を抑制するために、町の負担を１食当たり２５金から

４０金に引き上げることとします。ふるさと教育では、日伴郡３町で進めております高

校生向けの公設塾「まなびや縁側」のサテライトを開設します。３町での連携を保ちな

がら高校生が通いやすくなるようにし、また、対象者の年齢も柔軟に捉えて、中学の３

年生も対象としていきます。他の町の高校生との交流機会を適宜設け、３町の連携は保

ちつつ、参加者の拡大を図ってまいります。今後も未来を担う子供たちをしっかり見守

り、育てていく、そして全ての人がそこに関わっていくまちの構築に努めていきます。

働き方改革として、各伴伴センターの事務長の１人体制を見直し、集落支援員制度の

充実を図ります。また、地域おこし協力隊の制度の活用につきましては、新年度に当た

っては体制強化のための社会福祉協議会の職員、町内での起業を目指す目的でお二人、

町内企業への採用者として１名をそれぞれ募集します。そのほか、地域活性化企業人の

部門におきましても、２人募集をしていきたいと思っております。地域おこし協力隊の

趣旨に沿って今後も模索し、制度の活用を推進してまいります。

また、消防団の出動に係ります報酬を見直して、火災や災害等の出動における報酬の

単価を増金し、消防団員の確保につなげていきます。

新年度から移住定住に関する業務と観ス協会の業務を一体化し、１つの法人として活

動いたします。それぞれに専任職員を配置し、迅速に対応できる組織体制をつくります。

移住相談や案内を強化し、移住につなげるとともに、空き家の掘り起こしの取組もさら

に進めていきます。

これからの地方創生の中心は人づくりだと考えております。特にＩターンの方など、

地域とのつながりをつくれる場づくりは重要ですし、また、伴じ地域に住み続けている

人伴士でも顔を見る機会が少なくなっております。たけ合いや協力し合うということが

大きな力になり、安心な社会につながっていくものと信じております。このたび新規に

地域活動支援交付金を創設します。目的は先ほどの人と人とが定期的に集まって情報共

有し、地域がにぎやかになってもらうことです。地域のこと、町のことなどをプラス思

考で話し合える場をつくってほしいと思います。特にここ２年間は、コロナの影響で集
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まることや懇親の機会も制０されており、気持ちが沈みがちになっておりますので、多

様な取組をお願いするものでございます。地方に残る地域と人とのつながりという大切

なものをこれからも守り続けていきましょう。

結びになります。最後になりますが、重ねてコロナ感染症の予防の徹底につきまして、

いま一度、町民の皆様に御協力をお願いするものです。経済対策につきましては、昨年

のにちなんお買物割引券の利用実和ですが、９⒋４％、また、事業者向けの事業者緊急

支援応援金事業でございますが、５０件の交付があり、一定の成果があったと考えてお

ります。今回の３月補正予算でございますが、たったもカードを利用し、町民１人当た

り１金ポイント、１金金分相当ですが、をお配りし、地域経済の下支えを図ります。ま

た、当初予算におきましては、鳥取県の西部農業協伴組合からの要望でありましたりと

か、農業委員との懇談であります、あるいは農業法人の御意見等も踏まえながら、た生

産農家へのたづくり応援特別補た金として１産当たり ０００金を交付する経費を産り

込んでおります。

結びに当たりまして、地方創生の成果と今後の課題として、地域活性化センター理事

長の椎川忍氏のコメントを抜粋して紹介をさせていただきます。

その中で残された課題というテーマでありますが、８項目、主にありましたので、紹

介をさせていただきます。

１つ目ですが、短期的で対症療法的な政策が多く、７本療治的な政策が打ち出せてい

ない。２つ目、教育分伴の取組が弱い。３つ目、国民に金透し切れていない。いわゆる

市町村止まりということだそうです。４つ目ですが、集落や地区からの意思の積み上げ

をしていく必要がある。５つ目、単なる地域活性ではなく、サステーナブルな地域づく

りが究極の目標であることを認識すべき。６つ目、地方自治体の企画力が弱い。７つ目、

出生率の向上。８つ目、東京への一極集中是正。

そして新たな視点として、政府の資料にも重なりますが、６点ほど紹介をさせていた

だきます。

１つ目ですが、各方面との連携。特に経済団体との連携ですが、それをさらに推進す

る必要がある。２番目、付加価値の生産金を伸ばさなければ住めないことを再認識すべ

き。３つ目ですが、地方の人材伴足は深刻であり、官民を通じた人材育成にさらに注力

すべき。４つ目ですが、補正予算、国の方針に伴り回され、じっくりと取り組むべき将

来を見据えた人材育成に資源が投入されていない。５つ目、公務員だけ、特定業種だけ

でできることは０られている。６つ目、都市人材、企業人材、内外の専門家を活用する

必要がある。

椎川氏は、このようにこれまでの全国の取組を評価されております。国内には、人口

減少、高齢化、一極集中、労働力伴足、働き方改革等、依然として大きな課題がありま

す。日南町ではこれまで、創造的過疎への挑戦、コンパクトビレッジ構想を掲げ、さら

に、縮みながらも成長する町を目指して地方創生に取り組んでまいりました。町内の総
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生産金は少しずつですが上がり、合計特殊出生率も、直近１２年間ではございますが、

平均で⒉０６人となっております。まだ道半ばでございます。

くまモンの生みの親であります放送作家の小山薫堂さんは、「幸せは探すものではな

く、気づくものである」と言われております。社会は成熟期にあり、ものや情報あふれ

ている現代におきまして、これからの地方創生の推進には、魅力をプラス価値として捉

えて、新たにつくり出すことが重要です。そのためには、みんなで力を合わせて地域力

を高めることが必要です。それは人であり、教育であり、経済や所得等であります。こ

うした動きが今後のまちづくりにつながっていくものと確信します。町民の皆様には、

共に想像し、デザインして、これからの課題に挑戦し、次世代につなげていくことをお

願いするものです。

町民の皆様の御健康と御多幸を御祈金して、令和４年度に当たっての施政方針とさせ

ていただきます。

御修聴ありがとうございました。

・ ・

日程第４ 議案第５号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの議案書ファイルをお開きください。２ページから。

日程第４、議案第５号、町道の路線変更についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第５号、町道の路線変更について。次のとおり、町道の路

線を変更することにつきまして、道路法第１０条第３項において準用する伴法第８条第

２項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

変更する路線でありますが、路線名が内方線であります。起点が日南町新７令竹ヶ鼻

１２２－１、終点が日南町新７令門田１７８６－２が現状でありますが、これを終点は

変わりませんが、起点のほうが日南町新７令稲荷前２００３であります。この内容に変

更するものでございます。内容についての詳細につきましては、担当課長のほうから説

明をさせていただきます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） そうしますと、タブレットの３ページを御覧ください。

今回、議案第５号で町道の変更をお願いしてる件で略図で示しております。町道の内

方線は新７の内方地区で国道の１８３号の多里神社の入り口を従来の起点とし、中央に

走っております日伴川の右岸側のさくら公園のほうへ向いていく町道であります。当初

の多里神社側の国道から、今回、平成２８年から令和２年度において改新工事３９２メ

ーターを実施しました。この改新によりまして旗揚げしとります変更前の多里神社の入

り口の起点を、林道の内方線、窓山線方向に延伸しまして、新たに起点の位置を変更す

るものであります。途中波線で示しておりますのは、町道の新７線と重複してる路線と
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なります。その関係で町道の新７線のほうは区域変更ということでは、これは議決では

ありませんが、区域の変更は公告いたします。この関係で町道内方線は起点側に延長し

たということで、変更前の延長が２８６メーターから変更後４１１メーター、１２５メ

ーター延伸されるということとなりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第４、議案第５号、町道の路線変更についての討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第５号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第５ 議案第６号 及び 日程第６ 議案第７号

○議長（山本 芳昭君） タブレット４ページから。

日程第５、議案第６号、公の施設に係る指定管理者の指定について（日南町高齢者生

産活動センター）、日程第６、議案第７号、公の施設に係る指定管理者の指定について

（日南町農林業担い手研修施設イチイ荘及び日南町山村広場）、以上、指定管理者の指

定関係２議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第６号、公の施設に係る指定管理者の指定について（日南

町高齢者生産活動センター）でございます。次のとおり、公の施設に係る指定管理者を

指定することにつきまして、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によりまして、本

議会の議決を求めるものでございます。

指定管理者の名称でございますが、住所は日南町下石見１９９番地２、日南伴伴株式

会社代表取締役、浅川佳紀。管理を行わせる施設の名称でございますが、日南町高齢者

生産活動センター、所在地は日南町矢戸１１６４番地１でございます。管理を行わせる

期間でございますが、令和４年４月１日から令和７年３月３１日までということでの３

年間でございます。業務の範囲でございますが、高齢者生活活動センターの一部の維持

及び管理に関する業務……（「生産活動センターです」と呼ぶ者あり）失礼しました。

高齢者生産活動センターの一部の維持及び管理に関する業務。そして、維持及び管理す
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る部分の利用許可に関する業務、維持及び管理する部分の利用料の収受に関する業務で

ございます。利用料に関する事項でございますが、日南町高齢者生産活動センターの設

置及び管理に関する条例第７条の規定に基づきまして、利用料金を指定管理者の収入と

して収受させるものでございます。

続きまして、議案第７号、公の施設に係る指定管理者の指定について（日南町農林業

担い手研修施設イチイ荘及び日南町山村広場）でございます。次のとおり、公の施設に

係る指定管理者を指定することにつきまして、地方自治法第２４４条の２第６項の規定

によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

指定管理者の名称及び住所でございますが、日南町中石見４０７番地、名称がキュー

ビック、代表、矢田貝ひろみでございます。管理を行わせる施設の名称及び所在地でご

ざいますが、日南町霞６１５番地、日南町農林業担い手研修施設イチイ荘及び日南町山

村広場でございます。管理を行わせる期間でございますが、令和４年４月１日から令和

７年３月３１日までの３年間でございます。管理業務の範囲ですが、３つありますが、

イチイ荘及び山村広場の利用に関する業務。２つ目として、施設及び設備の維持管理に

関する業務。３つ目として、施設の運営に関する業務のうち町長が必要と認める業務で

ございます。利用料に関する事項でございますが、日南町農林業担い手研修施設の設置

及び管理に関する条例第７条の規定に基づきまして、利用料金は指定管理者の収入とし

て収受させる内容でございます。

以上、説明を終わります。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。

まず、議案第６号の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、議案第７号の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第６号及び議案第７号は、審議の都

合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第６号及び議案第７号は、

質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第７ 議案第８号

○議長（山本 芳昭君） タブレット２５ページから。

日程第７、議案第８号、日南町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを

議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。
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中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第８号、日南町職員の育児休業等に関する条例の一部改正

について。次のとおり、日南町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することに

つきまして、地方自治法第９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるも

のでございます。

内容としましては、非常勤職員の育児休業、部分休業の取得要件の緩和を行うもので

ございます。具体的には、取得要件の在職期間が１年以上という内容を伴廃するもので

ございます。育児休業等を取得しやすい勤務環境の不備に関する措置の明文化を行うも

のでございます。本件につきましては令和４年の１月１４日付、総務省通知及び県の市

町村課から、令和４年４月から非常勤職員の育児休業の取得要件緩和について各市町村

で検討し、条例改正等の対応を行うよう指示があったものでございます。施行期日です

が、令和４年４月１日からです。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 非常勤職員の方に対する育児休業を取りやすくするとい

うことで、大変いいことだと思います。確認ですけれども、まず非常勤職員の方という

のは、今の場合、ほとんどの場合は会計年度任用職員の方というふうに捉えればよろし

いんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） そのとおりであります。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 分かりました。それで、これ要件の緩和ということも非

常に重要なことではあるんですけれども、私が特に丁寧にやっていただきたいと思うの

が、後半の２３条、２４条、特に２４条ですね。勤務環境の不備に関する措置というこ

とで、実際に決めるだけではなくて、取れるように環境を不備していっていただくとい

うことが大切だと思うんですが、これ、現状で何かやっておられることがあれば教えて

いただきたいですし、それで、今後どういうふうにここの２４条に対しては対応されて

いくか、教えてください。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 御指摘のとおり大事な部分だというふうに思っております。

あわせて制度周知も含めまして、今、現状が十分であるとは思っておりません。いわゆ

る一般職の職員も含めまして制度周知、それから、取りやすい職場環境の構築というの

をやはり衛生委員会が中心になって、今後も改善を続けていく必要があるというふうに

思っております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ごめんなさい。よく聞こえない、どこが中心になってや
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っていくと言われましたか。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 総務課のほうが事務局を務めております衛生委員会等で各

職員に周知ができたり、相談の窓口ができたりというふうなことで取り組みたいという

ふうに考えています。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ここでは育児休業に係る研修の実施というのもあります

けれども、そういった全体での研修というようなものも何か考えておられるんでしょう

か。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） おっしゃるとおりでございます。これまでそういった休暇

等に関する研修というのはなかなか開催したことがございませんでしたので、今後そう

いった職員の健康づくりも含めた研修の一環として、そういった制度周知の研修会も開

催を計画してみたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第８号は、審議の都合により、本日

は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第８号は、質疑までにとど

めることに決定しました。

ここで暫時休憩といたします。再開を１０時４５分からといたします。

午前１０時２３分休憩

午前１０時４５分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

・ ・

日程第８ 議案第９号

○議長（山本 芳昭君） タブレット２７ページ。

日程第８、議案第９号、日南町農林業担い手研修施設の設置及び管理に関する条例の

一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第９号、日南町農林業担い手研修施設の設置及び管理に関

する条例の一部改正について。次のとおり、日南町農林業担い手研修施設の設置及び管

理に関する条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第９６条第１項の規定

によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

－１８－



内容につきましては、施設の使用料について所要の改正を行うものでございます。従

来和室でありましたところを洋室に変更しましたので、使用料内容のものの変更でござ

います。施行期日が公布の日からであります。

なお、ここでおわびを申し上げたいというふうに思いますが、本来、その改修工事が

昨年の６月に完成をしております。遅滞なく改正を行うべきところでありますが、遅れ

たことにおわび申し上げたいというふうに思っていますし、今後こんなことがないよう

に留意をしていきたいというふうに思っております。なお、運用のほうですが、条例の

範囲内で運用しておりますので、申し添えておきたいと思います。おわびを申し上げま

して、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 今、町長、提案説明の中で、条例の範囲内で運用をする

ということは述べられましたけども、これは１室当たりの単価とか時間当たりの使用料

に踏み入った内容の条例の範囲のことでしょうか。この条例には施設のそれぞれの利用

料の改正のみ提案されていますけども、ちょっと確認をしておきたいと思います。

それとあと、これは消費税込みの単価でしょうかという確認です。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 言葉足らずだったかもしれませんが、現在っていいましょうか、

現行の条例では研修室の和室というところがあって、 ４８０金という明記があります。

ですから、今までの運用に当たってはその範囲以内での取扱いをさせていただいており

ますので、条例の内容以下だということで申し添えたいと思います。

なお、消費税の有無につきましては、消費税抜きの金金であります。

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第８、議案第９号、日南町農林業担い手研修施設の設置及び管理に関する条例の

一部改正についての討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第９号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第９ 議案第１０号

○議長（山本 芳昭君） タブレット２８ページから。
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日程第９、議案第１０号、日南町消防団条例の一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１０号、日南町消防団条例の一部改正について。次のと

おり、日南町消防団条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第９６条第１

項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、消防団の処遇改善のため、消防庁からのた言を基に、災害、いわゆる火

災だとか風水害等ではありますが、これに係ります出動手当を国が示す基準金に合わせ、

変更するものでございます。また、これに伴いまして、出動に係る手当は費用弁償から

出動報酬へ変更するものでございます。さらに、消防団の入団の年齢要件でございます

が、２０歳から１８歳に変更するものでございます。

具体的には出動手当の金でございますが、現状でありますが、費用弁償ということで

５００金から、出動報酬ということで ０００金に変更するものでございます。５５ 

だとかだ発、そういった場合におきましては４時間以上を ０００金、４時間未だを 

０００金とする内容でございます。年齢につきましては、消防団入団の年齢要件は県内

の消防団に合わせて変更するものでございます。施行の期日ですが、令和４年４月１日

からでございます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１０号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１０号は、質疑までにと

どめることに決定しました。

・ ・

日程第１０ 議案第１１号

○議長（山本 芳昭君） タブレット３２ページから。

日程第１０、議案第１１号、日南町立認定こども園の設置及び管理に関する条例の制

定についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１１号、日南町立認定こども園の設置及び管理に関する

条例の制定について。次のとおり、日南町立認定こども園の設置及び管理に関する条例

を制定することにつきまして、地方自治法第９６条第１項の規定によりまして、本議会

の議決を求めるものでございます。
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内容としましては、保育園がありましたけれども、新たに日南町立の認定こども園と

いう形で変わりますので、その園の設置及び管理に関する条例を制定するものでござい

ます。施行期日は令和４年４月１日からであります。

なお、従来の日南町保育所の設置及び管理運営に関する条例の廃止につきましては、

本条例の中の附則のところで記載しておりますので、併せてお知らせをしておきたいと

思います。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） この中で使用料のところがありますけども、使用料につ

いて町長が所得階層別に定めるというふうになってますが、これの金あるいは基準につ

いてはこれまでとどう変わるのでありましょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、条例はそのようにうたっておりますが、規則の中

でさらに詳細に加えております。最終的には現行どおりということで、無料という形に

不理をさせていただいてるとこであります。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 最終的に無料というのは分かりますけども、この条例で

いくと、定めた上でその下の減免というところで特別な事情により減免ということを適

用されると思うんですけども、ということからすると、やっぱり保育料の金について説

明をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 段塚教育課長。

○教育課長（段塚 直哉君） 利用料につきましては、日南町子ども・子育て支援法に基

づく利用者負担金に関する規則ということで、規則のほうで定めております。その中で、

３歳以上児につきましては、今までどおりゼロ金ということで、無償で記載のほうをし

ております。未だ児につきましては、それぞれ所得等に応じて、階層によりまして料金

のほうを規定させてもらっております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） いいですか。

質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１１号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１１号は、質疑までにと

どめることに決定しました。

・ ・

日程第１１ 議案第１２号 から 日程第１９ 議案第２０号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの令和３年度補正予算書ファイルをお開きください。
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日程第１１、議案第１２号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第８号）、日程第

１２、議案第１３号、令和３年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）、日

程第１３、議案第１４号、令和３年度日南町介護保険特別会計補正予算（第４号）、日

程第１４、議案第１５号、令和３年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第２

号）、日程第１５、議案第１６号、令和３年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）、日程第１６、議案第１７号、令和３年度日南町再生可能エネルギー発電事

業特別会計補正予算（第２号）、日程第１７、議案第１８号、令和３年度日南町簡易水

道事業会計補正予算（第３号）、日程第１８、議案第１９号、令和３年度日南町下水道

事業会計補正予算（第２号）、日程第１９、議案第２０号、令和３年度日南町病院事業

会計補正予算（第４号）、以上、令和３年度補正予算関係９議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１２号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第８号）

であります。歳入歳出予算の総金から歳入歳出それぞれ１億 ２１２金 ０００金を減 

金し、歳入歳出予算の総金を歳入歳出それぞれ７１億 ５８５金 ０００金とする内容 

でございます。

なお、第２表におきましては不越明許費の補正、第３表におきましては地方債の補正

を記載しておりますので、御覧いただきたいと思います。

３月議会ということでありまして、補正予算につきましては、基本的には事業推進に

伴っての増減金っていうところが主体的なものというふうに御理解をいただきたいと思

います。

主な補正の内容の歳入でございますが、地方主主税ということで、２０４金 ０００

金であります。国、県からの通知等の最終見込みの精査による増金でございます。国庫

支出金ですが、 ６３７金 ０００金です。事業対象の歳出金の増減というのが主体で 

ありますが、内訳としまして、新型コロナウイルス感染症の臨時交付金につきましては、

追加配分がありました関係もありまして、 ９５５金 ０００金の増を見込んでおると 

こであります。県の支出金ですが、マイナスですが、 ８６６金 ０００金、対象事業 

の歳出金の増減に伴うものでございます。財産収入ですが、マイナスの ３９６金 ０ 

００金。基金の一括運用等によります財産運用収入が４５０金金の増金、町有林の間伐

等の売払い収入ですが、マイナスですが、 ８４６金 ０００金の減金をしておるもの 

でございます。寄附金ですが、マイナスの ６００金金ちょうどです。ふるさと納税の

寄附金の最終見込金の精査による減金でございます。不入金ですが、マイナスの １６

６金 ０００金ということで、基金の不入金の最終見込みの精査による減金でございま

す。このうち、地域医療総合確保基金の不入金ですが、マイナスの １４４金 ０００ 

金、また、財政が不基金の不入金のほうですが、マイナスの ７９９金 ０００金を見 

込んでおるとこでございます。町債ですが、マイナスの ９００金金ちょうどというこ
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とで、対象事業の歳出金の増減に伴うものでございます。

歳出ですが、総務費ということで、一般管理事務でマイナスの ０８２金金、主に職

員の人件費だとかふるさと納税の最終見込金の精査による減金でございます。庁舎管理

事務でございますが、マイナスの９９０金 ０００金です。工事でありました庁舎の空

がの設備改修工事の完了に伴います実和の減金でございます。青年結婚・ＵＩターン促

進事業ですが、マイナスの ５７３金 ０００金でございます。いきいき定住促進条例 

に係ります報償費等に加えまして、空き家のリノベーションあるいは住宅改修等、各種

補た金の最終見込金の精査によります減金でございます。

続きまして、民生費でございますが、障害者自立支援制度の運営事業ということでマ

イナスの ００１金金でございます。障がい者の自立支援制度事業に係りますイた費の

最終見込みの精査による減金でございます。介護保険事業でございますが、 ０１１金

０００金ということで、介護保険の特別会計及び介護サービス事業の特別会計への不

出金の最終見込みということの増金でございます。地域子育て支援事業でですが、マイ

ナスの５６５金 ０００金ということで、ゼロ歳児の預かり保育事業でありますとか、

ゆめ基金事業の最終見込みということの減金でございます。

続きまして、衛生費ですが、予防衛生一般事業ということで１５２金 ０００金、５

歳児から１１歳児の新型コロナのワクチンの接種体制に係ります必要経費を増金させて

いただきたいというものでございます。次に、新エネルギーの推進事業でございますが、

２７３金 ０００金ということで、再生可能エネルギーの特別会計への不出金というこ

とでの増金でございます。また、病院運営事業でございますが、 ３２８金 ０００金 

ということで、病院事業会計への不出金ということで、最終精査の増金でございます。

なお、病院事業への交付税の措置の増金に伴いまして医療基金の取崩しを減金し、交付

税を原資とした不出金を増金する内容でございます。

続きまして、農林水産業費でございます。機構集積支援事業ということで３６金金で

あります。農地情報の効率化と相談業務の支援のために、国費によりましてタブレット

端末を導入するものでございます。多面的機能支払い等事業ですが、マイナスの ２１

７金金、多面的機能交付金だとか環境保全型直接支払い等、そういった事業の最終見込

みの精査による減金でございます。国がが査事業につきましては、１３８金 ０００金

でございます。国の補正の財源によりまして、地籍が査事業費を増金して推進するもの

でございます。林業一般管理事務でございますが、 １５６金 ０００金ということで、 

令和２年度分の環境主主税につきまして、事業充当の残金を森林不備基金に積み立てる

ものでございます。町造林事業ですが、マイナスの ９６６金 ０００金です。町造林 

の請負業務につきましての最終的な不理に伴います減金でございます。

続きまして、商工費ですが、商工総務一般管理事務ということで、 ５５８金金であ

ります。新型コロナの経済対策のために、日南町キャッシュレス事業、たったもポイン

トとしまして、町民１人につきまして１金金分の町内商店で利用可能なポイントを付主
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するものでございます。企業支援対策事業ですが、マイナスの ２８１金 ０００金で 

す。新型コロナ経済対策として実施しました事業者の緊急支援応援金交付金事業並びに

にちなんの元気お買物券等の最終見込みによります精査の減金でございます。

続きまして、が木費でございます。道路新設改新事業で１４０金金ちょうどです。大

菅阿毘縁線の新設改新に係ります事業費を増金するものでございます。新梁維持管理事

業につきましては、１６３金 ０００金。国の補正財源によります新梁の点検及び修修

設計事業費を増金して推進するものでございます。河川総務一般管理事務ですが、マイ

ナスの３２０金金ちょうどです。河川の護岸改修工事に係る最終見込みということの精

査によります減金でございます。

続きまして、消防費でございます。消防施設不備管理事業ということで、６６１金

０００金です。西部広域行政管理組合の消防費の最終の精査によります増金でございま

す。防災対策事業ということでマイナスの５０１金金ですが、新新機の導入によります

補た金あるいは避難所の改修補た金等の最終の精査によります減金でございます。

続きまして、教育費でございます。外国続教育推進事業としてマイナスの６９７金

０００金です。新型コロナの影響によりまして海外派遣事業を中止しております。それ

に伴う減金でございます。生き抜く力の育成事業でございますが、マイナスの５６９金

０００金ということで、伴じく新型コロナの影響を受けましたサマーとかアフタース

クール等の各種事業費の減金によるものでございます。

災害復旧費でございますが、耕地災害、林道災害、公共が木施設災害という３つの区

分でございますが、それぞれ ６８２金 ０００金、２０金金、 ０７６金金というこ  

とで、先般の災害査定の確定によりまして事業費を増金するものでございます。一般会

計は以上でございます。

続きまして、議案第１３号、令和３年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）でございます。事業号定の歳入歳出予算の総金に歳入歳出それぞれ ４７５金 ０ 

００金を追加し、歳入歳出の予算の総金を歳入歳出それぞれ７億 ４２４金 ０００金 

とする内容でございます。

主な補正の内容ですが、歳入のほうですが、県の支出金ということで ４８９金 ０ 

００金を見込んでおります。特別が不交付金の最終の見込みによります増金でございま

す。不入金がマイナスの４２金 ０００金ということで、職員給主費等の一般会計不入

金及び国保の財政が不基金の不入金の減金でございます。

歳出ですが、国保事業の一般管理事務ということで、マイナスの３８金 ０００金と

いうことです。職員給主費等の人件費の最終見込みによります減金でございます。病院

の運営不備事業ということで、 ５０３金 ０００金でございます。病院事業会計への 

不出金の最終精査によります増金でございます。以上でございます。

続きまして、議案第１４号、令和３年度日南町介護保険特別会計補正予算（第４号）

でございます。事業号定の歳入歳出予算の総金に歳入歳出それぞれ １９３金 ０００ 
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金を追加でございます。これによります歳入歳出予算の総金を歳入歳出それぞれ９億

０５２金 ０００金とする内容でございます。

主な補正内容でございます。歳入でございますが、保険料が ４１９金金ということ

で、最終的な見込み精査によります介護保険料の増金でございます。国庫支出金ですが、

６８６金 ０００金ということで、介護の給付費の負担金あるいはが不交付金等の増 

金を見込んでおります。支払い基金の交付金ですが、マイナスの ８０８金金でござい

ます。介護給付費の交付金あるいは地域支援事業の交付金の減金を見込んでおります。

県支出金ですが、マイナスの８４金 ０００金ということで、介護給付費の負担金の減

金を見込んでおります。不入金がマイナスの５７４金 ０００金ということで、職員の

給主費等の一般会計不入金の減金を見込んでおります。不越金ですが、 ５３７金 ０ 

００金ということで、実和によりまして前年度の不越金を増金するものでございます。

続きまして、歳出のほうでございますが、基本的には最終精査ではありますが、まず

保険の給付事務ということで、その内訳の施設介護サービス給付費ですが、 ０２６金

０００金ということの増金を見込ませていただいております。また、伴じく保険給付

事務の地域事着型サービス給付費のほうが２７３金 ０００金の増金を見込ませていた

だいております。介護予防の普及だ発事業につきましては、マイナスの６７金金でござ

います。職員の人件費の精査によります減金です。在宅医療・介護連携推進事業につき

ましては、マイナスの１３０金金ちょうどです。伴じく人件費の最終見込みによります

減金を見込んでおるとこでございます。以上でございます。

続きまして、議案第１５号、令和３年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算

（第２号）でございます。歳入歳出予算の総金から歳入歳出それぞれ３１３金 ０００

金を減金し、歳入歳出予算の総金を歳入歳出それぞれ ６１６金 ０００金とする内容 

でございます。

主な補正内容でございますが、まず歳入でございます。不入金が ５８６金 ０００ 

金ということで、日南福祉会の負担金の減免等、いわゆる起債の償還分に伴う内容でご

ざいますが、一般会計からの不入金の増金を行うものでございます。諸収入でマイナス

ですが、 ７８９金 ０００金ということで、日南福祉会の負担金の免新に伴う減金で 

ございます。町債ですが、マイナスの１１０金金ちょうどです。対象事業費の最終実和

でございます。

歳出のほうですが、歳宅介護事業ということで、マイナスの１０６金 ０００金とい

うことです。あかねの郷のシャワーベッドの更新事業に伴う実和によります減金でござ

います。歳宅介護支援事業ということでマイナスの２０６金 ０００金ということで、

職員の人件費の実和見込みに伴います減金を予定させていただいております。以上です。

続きまして、議案第１６号、令和３年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）でございます。歳入歳出の予算の総金から歳入歳出それぞれ１９３金 ０００金

を減金しまして、歳入歳出予算の総金を歳入歳出それぞれ １５５金 ０００金とする 
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内容でございます。

主な補正内容でございますが、まず歳入でございます。不入金ですが、マイナスの２

０２金 ０００金ということで、保険基盤安定不入金あるいは事務費の不入金の減金で

ございます。不越金ですが、９金 ０００金ということで、前年度の不越金の実和に伴

う増金でございます。

歳出ですが、後期高齢者医療広域連合納付金でございます。マイナスの１９３金 ０

００金ということで、後期高齢者医療広域連合のほうへ納付金の最終の見込みに伴いま

す減金でございます。以上でございます。

続きまして、議案第１７号、令和３年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計

補正予算（第２号）でございます。歳入歳出予算の総金から歳入歳出それぞれ４２７金

０００金を減金し、歳入歳出予算の総金をそれぞれ ０７２金 ０００金とする内容  

でございます。

主な内容ですが、補正内容でございます。歳入ですが、不入金ということで２７３金

０００金、売電収入の実和見込みということで、それが減金に伴いますので、一般会

計からの不入金を増金するものでございます。諸収入としてマイナスの７０２金 ００

０金ですが、売電収入の最終不理ということに伴います減金でございます。

歳出ですが、再生可能エネルギーの発電事業ということで、マイナスの４２７金 ０

００金です。発電の施設の故障によりまして、基金の積立金を減金するものでございま

す。以上でございます。

続きまして、議案第１８号、令和３年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第３号）

でございます。

主な内容でございますが、まず、収益的収入及び支出の中の収益的な収入でございま

すが、営業収益としまして、加入負担金の増金ということで１４金金、営業外収益とい

うことで、災害共済金の増金３０金 ０００金を見込んでおります。

続きまして、収益的な支出のほうでございますが、営業費用としまして電気料金の伴

足の見込みによります増金が４５金 ０００金、人件費の精査ということで１０金 ０ 

００金、委託料ということで印００本費等の精算によります減金を見込んで８５金 ０

００金を見込んでおります。

資本的収入及び支出のほうでございますが、最終的に資本的収入がマイナス９２金

０００金であります。内容としましては、白谷地区の配水管の支障移転工事、その費用

の減金に伴う補償費の減金であります。資本的支出のほうでございますが、マイナスの

３７７金 ０００金ということで、先ほどの白谷地区の配水管支障移転工事費の確定に

よります伴用金でございます。以上であります。

続きまして、議案第１９号、令和３年度日南町下水道事業会計補正予算（第２号）で

ございます。

内容でございますが、収益的収入のほうで、プラスですが、１００金金を見込ませて
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いただいております。下水道の使用料ということでの増金の内容でございます。収益的

支出のほうですが、合計ではマイナスの１７０金 ０００金を見込ませていただいてお

ります。具体的な内容ですが、総係費として人件費の精査による増金が１４金金、ある

いは消費税あるいは地方消費税の関係で最終見込みということでマイナスの２２０金金

を見込んでおるところです。

続きまして、資本的収入の関係ですが、資本的収入はマイナスの３７８金 ０００金

を見込ませていただいております。内容的には浄化槽の不備事業費の減少ということで

の、それに伴いまして企業債あるいは国の補た金あるいは負担金の減金を見込んでおり

ます。資本的支出のほうでございますが、マイナスの６２１金 ０００金でございます。

内容的には建設改新ということで、浄化槽の不備事業費の確定によります減金がマイナ

スの３７７金 ０００金、それと支障移転工事に係ります事業費の減金ということでマ

イナスの２５０金をという内容でございます。以上です。

続きまして、議案第２０号、令和３年度日南町病院事業会計補正予算（第４号）でご

ざいます。

収益的収支の中の病院事業収益ですが、補正金が １９０金金でございます。主な内

容でございますが、３回目のコロナワクチン接種に係る収入が２０３金金を見込んでお

りますし、また、医業外収益のほうで、補た金ということで国保の補た金の特別交付金

が２９２金 ０００金及び鳥取県の新型コロナワクチン個別接種の促進支援補た金とい

うことで２７５金 ０００金を見込んでおります。また、他会計の負担金としまして、

交付税の金の増金変更があっておりますので、 ３１４金 ０００金、また、太交スの 

発電の収益増ということで、２４９金 ０００金、基金の取崩しの金の変更ということ

で、マイナスの １４４金を見込んでおります。で引きということで、４１９金 ００ 

０金を計上させていただいております。

病院事業の費用ですが、補正金につきましては、収入金と伴じ １９０金を見込んで

おります。内容的には医業費用の中の経費ということで、９３４金 ０００金を増金し

ておりますし、また、医業外費用としまして、長期前払いの消費税の償却と消費税の実

和を見込んで増金が２５５金 ０００金を見込んでおります。

資本的収支の内容でございますが、資本的収入で ８４６金 ０００金を補正予算金 

とさせていただいております。内容的には、どういいましょうか、計上済みの機器があ

りまして、それに対しまして国庫補た金を国保のが不交付金の申請によりまして増金と

なりましたので、計上させていただいております。金金的には ２１１金 ０００金で 

ございます。また、他会計の補た金ということで、新型コロナの感染症の対応の地方創

生臨時交付金の計上によります増金が ８６５金 ０００金とする内容です。また、対 

象事業費の減金等によりまして企業債のほうの減金をマイナス２３０金金ですが、とい

う内容も含めております。

以上、補正予算関連の説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。
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○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 失礼いたします。私のほうから一般会計補正予算関連で追

加の説明をさせていただきたいと思います。

一般会計補正予算、議案第１２号でございます。

第２条関係、まず、不越明許につきまして御説明をいたします。本日タブレット資料

として議案第１２号関係資料ということで別表つけさせていただいております。令和３

年度から４年度に不越しをして実施をします明許不越しの事業につきまして、予算書と

は別に資料をつけております。御参照いただければと思います。詳細事業なり金金、支

出負担行為の有無、契約または見込み、完成予定というふうな一覧としてございます。

御確認をいただきますようにお願いいたします。なお、表の下のほうには、議案第１７

号関連、再生エネルギーの発電事業の関係の不越しにつきましても伴様に資料をつけて

おります。よろしくお願いします。

続いて、第３条、地方債の補正につきましては、タブレット、補正予算ファイルの７

ページのほうに地方債補正ということで第３表をつけております。こちらにつきまして

も、０度金の変更ということで、町長の説明のとおり、各起債事業につきまして、総金

で ９００金金の減金をするものでございます。事業精査による減金ということで御理

解をいただければというふうに思っております。以上でございます。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。質疑は議案ごとに行い

ます。

まず、議案第１２号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第８号）から質疑を行い

ます。

初めに、歳入全体、不越明許費、地方債についての質疑を許します。

５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） ちょっと１点ほどお伺いします。財産売払い収入という

ところで、 ８００金とらいだったかな、のとの減金補正になっておりますけど、今年

ウッドショックとかいうようなことで価格が高騰したという情勢の中で、こういった減

金補正というのはどういった要因があったのかお伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今回、財産収入のほうで減金している理由なんですけども、

町有林の事業にも関わってくるんですけども、今回皆伐新植の事業を行う事業地の中で、

１か所伴落札のところがありまして、入札のほうには出したんですけども、応札する事

業者がありませんで、その後、町内事業者とも協議をしたんですけども、ちょっとそこ

の事業地について、なかなか急峻であったりということで、今年度、そこのところに入

っていただくことが困難であるということで、その皆伐新植のところにつきましては未

執行になっております。そのために、今回財産収入のほう、大型な減金ということにな

っております。
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○議長（山本 芳昭君） よろしいですか。

５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 入札の未執行という、新植に関しての入札が未執行だっ

たということを聞きましたけど、それは財産収入という形で項目に上がっとったわけな

んですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 町有林の売払い収入といたしまして、財産収入ということ

で予算化させていただいておりますので、予算書で見ますと総務課のように見えるかも

しれませんけども、大半のところが財産収入としまして、町有林の売払い収入というこ

とで……（発言する者あり）皆伐部分の新植の事業地ができなかったということで、入

札のほうは一応、一般競争入札をしておりますので、公募をかけていたんですけども、

応札のほうがなかったということで、今回、今年度実施ができていないという状況でご

ざいます。

○議長（山本 芳昭君） よろしいですか。

５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） その場所の今後の対応とすれば、どのように考えておら

れるわけですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） なかなか事業地、今年度町内事業者とも話をしていたんで

すけども、難しいところがございますので、令和４年度に向かってなんですけども、設

計の単価の見直しであったりとか、そういったところを含めまして、最終的にはそこも

皆伐ということはしていかないといけないところでありますので、町有林の審議会等の

中でも、そこら辺協議して進めていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、令和３年度補正予算説明附属資料に沿って、各課ごとに

質疑を許します。ファイルをお開きください。

初めに、２ページ上段、議会事務局について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、２ページ下段から３ページ、出納室について質疑を許し

ます。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 金融機関への委託料が大きく減っておりますけれども、

手数料ですね、大きく減ってますけども、クレジットカードによる収納の実態、そして、

それに係る経費の実態について説明をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 長崎会計管理者。

○会計管理者（長崎 みよ君） クレジットカードの使用につきましては、使われる方に

ついては割と固定をしております。経費につきましては、収納金金の⒈５％というふう

－２９－



に決まっておりますので、その金金を支出しております。大体決まっている、人数的に

は大体１０人前後となっております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、４ページから８ページ、総務課について質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、９ページから１３ページ、企画課について質疑を許しま

す。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） タブレット１２ページですね、商工総務一般管理事務、

先ほどからもお話がありますけれども、事業者応援たったもポイントで、町民１人１金

金給付してくださるということなんですが、これ、今まで商品券などでしたら、送られ

てくるのでポイントがもらえたことが皆さん分かると思うんですけれども、これはどう

やって皆さんにポイントが入ったことをお知らせするという予定なんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） お尋ねの周知の方法でございます。先般、御承知のとおり、

０００ポイントつきのカードで送らせていただきました。伴様な通知について、今、

詳細検討中でございますが、少なくとも防災無線やちゃんねる日南による周知は図って

まいりたい、このように考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） もちろんそれはやっていただきたいんですけれども、そ

れ以外に、例えばはがきとか、そういった直接個人に対する周知というのはされないん

でしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 先ほど申し上げました、議員おっしゃいます、そういう個

別の通知という部分については、詳細、今精査しておるところでございます。いずれに

しましても、ちゃんと配付をしますということが徹底できるように、商工会とも連携し

ながら進めてまいりたいと考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ぜひその周知を徹底して、皆さん使っていただくように

したいんですけれども、参考までに、もし分かればお聞きしたいんですけれども、２２

日に ０００ポイントが１人、１６歳以上給付されましたけれども、それについては、

１０日余りなんであれですけれども、どのくらい、何人くらいが幾ら使ってるっていう

ようなことは今把握されてますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） ポイントの状況につきましては、ポイント部分っていうの

は、すみません、今確認ができておりません。しかしながら、利用の状況につきまして

は、数日の状況でございますが、３日間程度で約１００金金という把握はしているとこ
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ろでございます。議員おっしゃいました、そのうち現金部分とポイント部分の内訳につ

いてはまだ未把握の状況でございます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） キャッシュレスシステムについてちょっと質問してよろ

しいでしょうか。これ、控えたほうがよろしいでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 何ページですか。

○議員（３番 櫃田 洋一君） ここ、たったもポイントがあるので、たったもカードに

ついて少しちょっとお聞きしたいんですが。もし……（「１１ページ」と呼ぶ者あり）

１１ページ、じゃあ、そちらでします。（「今する、今」と呼ぶ者あり）今、よろしい

でしょうか。

○議長（山本 芳昭君） ちょっと発言してみてください。質問の内容が分かりません。

○議員（３番 櫃田 洋一君） このたったもカード、町内の経済を循環させるというこ

とで、非常にいい面もあるんですが、加盟店の中に、加盟店に各端末機が置いてあって、

毎月、月々 ２００金支払わなきゃいけないと、負担しなきゃいけないというふうに言

われてます。これは大きく売上げが上がるところではそんなにもしかしたら問題がない

かもしれませんが、本当に少ない店舗、ただ置いてあるだけみたいな店舗ももしかした

らあるかもしれません。それは、 ２００金っていうのはすごく負担が大きいので、や

はり町が導入したんであれば、もう少し負担金は考えるべきではないでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） ただいま御質問、御指摘ございました声は執行部にもない

ており、把握をしており、また検討も行っているところでございます。現状から申し上

げますと、普及促進の観点から今年度いっぱい、いわゆる３月までは商工会においてそ

の辺りは御負担なく加盟店にも促進いただくと、加盟促進の観点から実質、負担かから

ないような形で展開をしております。以降、来年度以降の展開につきましては、その辺

り、今のところは予定はしておりませんが、各店舗の経営努力という部分にも転嫁され

るところでございますし、消費者の観点からすれば金金あたりもさもすれば影響がある

かもしれません。その辺りはまた、引き続きこの始まりました動向等も伺いながら慎重

に進めてまいりたいと思いますし、行政側の支援という声が大きくなりますれば、その

辺りも含めて、今後、検討、協議させていただきたいというふうに考えております。以

上です。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 議長。

○議長（山本 芳昭君） 伴様の質問ですか。今の制度につきましては、新年度予算のと

ころでも質疑をしていただきたいと思います。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 分かりました。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） タブレットページでは１０ページですけども、青年結婚
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・ＵＩターンですけども、いわゆる負担金補た交付金が予算金の半分以上が伴用金とな

っております。確かにコロナの影響で事業が思うように進まなかったというところはあ

るのかもしれませんが、しかし、全国的に見れば、東京からの、一極集中といいましょ

うか、地方への移住、鳥取県でも非常に移住率が高いという状況の中で、日南町がその

流れを十分取り込めていない実態があろうかと思っております。この補た金の中で、主

に予定どおり執行できなかった、いわゆる残金が多くなったものについて説明をいただ

きたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 御覧のページの執行経費、 ７６４金の主な減金内容でご

ざいます。 ０７６金 ０００金です。失礼しました。 

空き家リノベーションに係ります応援支援補た金５００金金見込んでおりましたが、

これが皆減によるマイナスでございます。それから、生山分主地の補た金、１件予定を

しておりました２５０金金が皆減でございます。その他、移住定住の促進として相談会

等、失礼しました。住宅改修の補た金につきまして、見込んでおりました金金よりも現

状８件程度、７５０金金に対して、３８０金程度の実和にとどまったところが大きな要

因でございます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） よろしいですか。

次に、１４ページから１６ページ上段、住民課について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、１６ページ下段から２２ページ、福祉保健課について質

疑を許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） さきの２月１０日の全協で、あかねの郷の負担金の減免、

免新の話が、説明がありましたけども、この一般会計で ０１１金 ０００金の不出金 

の中に該当すると思いますけども、ちょっと減免との関係について、この予算上どうな

ってるのかということを、介護サービス特別会計で当初予算は組んでいられたけども、

その点について説明を願いたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 日南福祉会への負担金の内容でございますが、このた

びの補正では約 ０００金の増金の補正をさせていただいております。これにつきまし

ては、全ての介護保険の会計のほう精査いたしまして、減金のものが、先ほど説明のほ

うがありましたシャワーベッドの購入の減金でありますとか、それから福祉会の負担金

の減金ということでしております。福祉会が、本来でありますと ７８９金 ０００金 

の、当初は負担金を頂くということで予算のほうは計上しておりましたが、その部分に

ついては、令和３年度については免新という形で、そこに関わります一般財源の不入れ

ということで、財源の伴替ということで対応しております。プラス・マイナスで合計で
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は ０００金ということの今回は補正をお願いするものでございます。

○議長（山本 芳昭君） 次に、２３ページ、農業委員会について質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、２４ページから３２ページ上段、農林課について質疑を

許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 先ほど歳入のことで伴僚議員から財産収入の話がありま

した。町有林、タブレットの２６ページなんですけども、私は、減金補正されてるとい

うことでいろいろ説明がありました、入札が伴成立だったという。当初予算では皆伐新

植が１０ヘクタール、そして間伐が４⒉６ヘクタール、当初予算で組んでいられるわけ

ですけども、実際、入札伴成立ということなんだけども、今の実和、現段階は必要な入

札は全て終わっていると思いますけども、どういう状況なのか、さっきあったウッドシ

ョックのことも含めて、単価は上がっていると思いますけども、その辺をどのように見

ていられるのかということをお聞きいたします。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 入札につきましては、その事業、その箇所のものだけ入札

のほうが成立しなかったというふうになっておりまして、ほかのものにつきましては、

間伐等については現在進行形のところもありますし、年度内完了というところで全ての

入札は完了しております。この１か所、１地区のみ入札のほうが伴成立ということにな

りましたので、その関係で今回財産収入を落としているという状況になっております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ２９ページです。２９ページ、林業一般管理事務で、積

立金で森林不備基金積立金が ４５４金 ０００金ということになっておりますけれど 

も、これ、歳入を見ると、森林主主税の増金というのは全然違う金になってるんですが、

基本これは、この積立金は森林主主税からの積立てだと思うんですが、これは今まで、

どういう関係なんですかね、今まであったものを今遅れて積み立ててるという、そうい

う形と理解すればいいんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） この主主税の積立てにつきましては、令和２年度に入った

ものを３年度に不り越したというところで積立てをすることになっておりますので、２

年度で使用しなかった部分につきまして、３年度になって積立てをさせていただいてお

ります。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ３０ページの森林保全総合対策事業のナラ枯れの対策事

業で委託料として上がっているもの、ナラ枯れの立木の伐採、シート被覆ということで

２２７金金、これが、当初予算全金落とされた形になっております、これがなぜ落ちた
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のかいうことを教えていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） ナラ枯れ事業につきましては、山の若返りの事業と、それ

と部分的に、局所的に対応する事業がございます。今回、２２７金金全金皆減としてお

ります。こちらにつきましては、町内のナラ枯れの部分をするということではあったん

ですけども、町内事業者と検討する中で、なかなか実和がないということで、町内事業

者もできないというところがございまして、それと、事業的に、令和３年の夏に枯れた

ものしか対象にしないということになっておりまして、以前に枯れたものはもう枯れて

いると、木のカシノナガキクイムシですか、の対象ではないということになってしまい

まして、補た事業的なところもございまして、今年度執行することができず、ただし、

若返りとして、そういった被害に遭った木を全体的に切っていくという事業のほうは進

めておりますので、引き続き、このような局所的な対応っていうのはなかなか難しいと

いうふうに思っておりますが、若返りという点では進めてまいりたいというふうに考え

ております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） タブレット２７ページですけども、いわゆる多面的機能

支払い、大きく減金になってます。これ、年度中途にどういう変更、変化があったのか

説明をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 多面的機能支払いにつきましては、大きな面積等の変更は

さほどなかったんですけども、毎年なんですけども、長寿命化の事業につきまして、例

年ですと８割程度予算がついて、当初予算におきましては１００％の予算要求をしてお

ります。今年度、全体でさらに県配分が減りまして、７割ということになりました。そ

の関係で、当初１００％で要求していたものに対して７割ということになりましたので、

大型の減金ということになりました。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） ３１ページの林業成長産業化モデル事業ですけども、い

わゆる木育関連、拠点不備なりワークショップが全て開催されなかったということだろ

うと思いますが、その原因等について説明をいただけますか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） この事業につきましては、モデル事業の交付金を活用して

行うようにしておりました。当初、全体で１億金というような予算がつくということだ

ったんですけども、やはりモデル地区が増えたということもございまして、予算が減金

をされております。年々その減金も増えているというようなところもございまして、ソ

フト事業の減金がありました。その中で、町が行う事業よりも、町内企業であったり、

新規の木材事業を起こすような事業の試験研究費というようなものを優先的に回したい
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ということがございましたので、町で行う予定にしておりました木育の関係の事業につ

きましては、全金執行せず、他の事業に回しております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 国からのモデル事業の補た金、これ総金は令和３年度幾

らになる見込みでありましょうか。

それと、木育について今年度事業ができなかったということなんですが、来年度以降

どのように計画をされますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今年度のモデル事業につきましては、ソフトの部分、ハー

ドの部分、ド方ございまして、一応 ９２６金金の交付金を頂くという予定にしており

ます。

それと、来年度以降の木育事業につきましては、まず町内の保・小・中を中心に、総

合的な学習の時間等を活用させてもらいながら木育の事業をしていきたいというふうに

思っておりますけども、やはり県内でも日南町の山をフィールドに木に触れ合うという

とことか、金金金金の関係であったりとか、そういったところで日南町のほうの木育活

動に取り組みたいというところがございますので、中心は日南町の子供たちに据えてお

りますけども、引き続きこの流れを利用しまして、交流人口にもつながるというふうに

思っておりますので、県西部であったり、県外の学校であったりというところも受けな

がら、木育の活動を続けていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） ソフト、運用面についてはそうでしょうけども、拠点不

備として計画しておったものについては行わないということですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 公共施設の木質化というものは事業的にできるメニューで

はあったんですけども、今年度２００金の予算を要求してましたけども、それについて

具体的に進めることができませんでした。引き続き、林伴庁の予算の中でもやはり公共

施設の木質化につきましては進めている事業でありますので、町としても検討してまい

りたいというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、３２ページ下段から３８ページ、建設課について質疑を

許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、３９ページから４１ページ、教育委員会について質疑を

許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 議案第１２号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第８号）

について、質疑漏れはありませんか。
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６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） すみません。福祉保健課のほうにちょっと伺いますけど

も、障がい福祉サービスというのが ０００金減金になってます。大体には１億も、も

千金あったと思うんですが、主にどのサービスが減金になったのかというのを教えてい

ただけますか。

○議長（山本 芳昭君） 何ページ。

○議員（６番 荒木 博君） １７ページ。

○議長（山本 芳昭君） １７ページ。

渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） このたびの減金につきましては、通所Ｂの登録者のほ

うは増えておりますが、実際の利用者の数が少なかったということで、登録者で予算要

求のほうはさせていただいておりますが、利用が少なかったということでの減金になっ

ております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） Ｂ型の就労の方ですね。（「はい」と呼ぶ者あり）一応

２００金で当初見てあって、 ０００金ということは半分とらいしかなかったという 

ことですよね。ほかの分は、ここの部分だけで ０００金ということですね。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 全体的にも減っておりますが、一番大きな要因として

は通所Ｂの利用者の減ということでございます。

○議長（山本 芳昭君） 以上で議案第１２号の質疑を終わります。

ここで暫時休憩といたします。再開を午後１時からといたします。

午前１１時５９分休憩

午後 １時００分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

次に、令和３年度補正予算説明附属資料ファイル４２ページ。

議案第１３号、令和３年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の質疑を

許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、４３ページから４４ページ、議案第１４号、令和３年度

日南町介護保険特別会計補正予算（第４号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、４５ページ、議案第１５号、令和３年度日南町介護サー

ビス事業特別会計補正予算（第２号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（山本 芳昭君） 次に、４６ページ、議案第１６号、令和３年度日南町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、４７ページ、議案第１７号、令和３年度日南町再生可能

エネルギー発電事業特別会計補正予算（第２号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、４８ページ、議案第１８号、令和３年度日南町簡易水道

事業会計補正予算（第３号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、４９ページから５０ページ、議案第１９号、令和３年度

日南町下水道事業会計補正予算（第２号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、５１ページ、議案第２０号、令和３年度日南町病院事業

会計補正予算（第４号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で補正予算関係９議案の質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１２号から議案第２０号までの補

正予算関係９議案は、審議の都合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１２号から議案第２０号

までの９議案は、質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第２０ 議案第２１号 から 日程第２８ 議案第２９号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの令和４年度当初予算ファイルをお開きください。

日程第２０、議案第２１号、令和４年度日南町一般会計予算、日程第２１、議案第２

２号、令和４年度日南町国民健康保険特別会計予算、日程第２２、議案第２３号、令和

４年度日南町介護保険特別会計予算、日程第２３、議案第２４号、令和４年度日南町介

護サービス事業特別会計予算、日程第２４、議案第２５号、令和４年度日南町後期高齢

者医療特別会計予算、日程第２５、議案第２６号、令和４年度日南町再生可能エネルギ

ー発電事業特別会計予算、日程第２６、議案第２７号、令和４年度日南町簡易水道事業

会計予算、日程第２７、議案第２８号、令和４年度日南町下水道事業会計予算、日程第

２８、議案第２９号、令和４年度日南町病院事業会計予算、以上、令和４年度予算関係

９議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。
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○町長（中村 英明君） 議案第２１号、令和４年度日南町一般会計予算。歳入歳出予算

の総金は歳入歳出それぞれ６７億 ０２９金 ０００金と定めるものでございます。債 

務負担行為につきましては第２表のほうで、地方債のほうでは第３表のほうで記載して

おります。御覧いただければと思います。なお、前年度であります令和３年度の当初予

算金ですが、６４億 ５４９金 ０００金でありますので、比算としまして３億４７９ 

金 ０００金の増ということで、 ⒋７％の増であります。なお、詳細につきましては、

この後、副町長あるいは課長のほうから説明させていただきますので、私のほうからは

総金のほうでの説明に終わらせていただきたいと思います。

続きまして、議案第２２号、令和４年度日南町国民健康保険特別会計予算ということ

で、事業号定の歳入歳出予算の総金は、歳入歳出それぞれ６億 ９６９金 ０００金と 

定めるものでございます。昨年度の当初予算金が６億 ０７０金 ０００金でございま 

したので、比算としますればマイナスの １０１金金でございます。マイナスの ⒊３％

の減という予算金であります。

続きまして、議案第２３号、令和４年度日南町介護保険特別会計予算でございます。

事業号定の歳入歳出予算の総金は、歳入歳出それぞれ８億 ９４８金 ０００金と定め 

るものでございます。昨年度の当初予算金が８億 ７７３金 ０００金でございました 

ので、比算とすれば１７５金 ０００金の増であります。率的には ２％の増という内

容でございます。

続きまして、議案第２４号、令和４年度日南町介護サービス事業特別会計予算でござ

います。歳入歳出予算の総金は、歳入歳出それぞれ ８３２金 ０００金と定める内容 

でございます。地方債につきましては第２表のほうに記載をしております。前年度であ

ります令和３年度の当初予算金が ４６７金 ０００金でございましたので、３６４金 

０００金の増です。 ⒍７％でございます。

続きまして、議案第２５号、令和４年度日南町後期高齢者医療特別会計予算でござい

ます。歳入歳出予算の総金は、歳入歳出それぞれ１億４７９金 ０００金と定める内容

でございます。昨年度の当初予算が ３３７金金でございましたので、比算として １ 

４２金 ０００金の増の内容でございます。１ ⒉２％の増となります。

続きまして、議案第２６号、令和４年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計

予算でございます。歳入歳出予算の総金は、歳入歳出それぞれ ２０１金 ０００金と 

定める内容でございます。前年度の令和３年度の当初予算金が ２００金 ０００金で 

ございましたので、比算としまして ０００金の増ということで、 １％の増という内

容でございます。

続きまして、議案第２７号、令和４年度日南町簡易水道事業会計予算でございます。

業務０の予定内容でございますが、給水戸数が ７７７戸、年間の総給水０が３５金 

２９０立た、１日の平均の給水０が９７⒍１立たという内容に基づく予算を設定させて

いただいております。予算総金でございますが、２億 ５６１金金ちょうどでございま
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す。前年度の当初予算金が２億 ０６１金 ０００金でございましたので、比算としま 

して ４９９金 ０００金の増、  ⒍５％の増を見込んでおるとこでございます。

続きまして、議案第２８号、令和４年度日南町下水道事業会計予算でございます。業

務の予定０でございますが、処理戸数が ６５０戸、年間の総処理０ですが、３２金 

０８９立たでございます。内訳としまして、農業集落０水事業が１８金 ６８９立た、

特定の地域の生活０水処理事業のほうが１金 ４００立たであります。１日の平均処理

０でございますが、８９⒊４立たという内容であります。主な建設改新事業につきまし

ては２００金金ちょうど、処理場の建設改新事業につきましては ６１０金金を見込ん

でおるとこでございます。総金的には、総金の当初予算金は２億 ３８４金 ０００金、 

昨年度の令和３年度当初予算金が２億 ２３４金 ０００金でありましたので、比算と 

しまして１５０金金の増、６％の増という内容で計上をさせていただいているとこで

ございます。

議案第２９号、令和４年度日南町病院事業会計予算でございます。業務の予定０でご

ざいますが、病床数が９９床、年間のざ者数ですが、入院のほうが２金 １００人、外

来のほうが２金 ２３２人の予定を見込んでおります。１日の平均ざ者数に換算します

と、入院のほうが６⒍１人、外来のほうが９⒍０人という内容でございます。主な建設

改新事業の病院施設改新事業費としまして、 ５８５金 ０００金、有形の固定資産購 

入費が ９５１金 ０００金を見込んでおるとこでございます。４年度の当初予算総金 

になりますと、１３億 ０９９金 ０００金の予算金で、前年度予算金が１２億 ３３  

８金 ０００金でございましたので、比算しますと ７６１金 ０００金の増、   ⒌２％

になります。

以上、私のほうから総金の御説明をさせていただきました。この後、総務課長及び課

長のほうから具体的な内容の説明をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお

願いします。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） 失礼いたします。私からは、令和４年度の当初予算につきま

して、令和４年度日南町予算参考資料に基づきまして概要を説明させていただきたいと

思います。タブレットの令和４年度当初予算資料をお開きいただきたいと思います。

全体のことは２ページ、３ページに書いてありますけども、令和３年１１月から町長

予算編成方針に基づきまして、令和４年度の予算編成を行ったところであります。

タブレットの４ページを御覧いただきたいと思いますけども、先ほどの町長と重複す

るかもしれませんけども、一般会計におきましては、４年度当初予算として６７億 ０

２９金 ０００金で、昨年度より ⒋７％の増加を予定をしておるとこであります。その

後、国民健康保険から再生可能エネルギーまで、いわゆる特別会計でありますけども、

この部分については、合計で１６億 ４３１金 ０００金で、昨年よりも  ２％の減金

としております。簡易水道から病院までの公営企業会計におきましては、１８億 ０４
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５金 ０００金でありまして、伴年よりも ⒋７％の増金をしておるとこであります。合

わせまして、総金１０３億 ５０５金 ０００金で、昨年よりも  ⒊９％の増金を予定を

しておるところであります。

続きまして、歳入歳出の状況でありますけども、まずは歳入でありますけども、タブ

レットの５ページを御覧いただきたいと思いますけども、町税でありますけども、令和

４年度４億 ６０１金 ０００金で、  ⒊３％の減であります。飛びまして、地方交付税

でありますけども、２９億 ０００金で、 ⒎４％の増を見込んでおります。４番の町債

でありますけども、９億 ０６０金で、３４％の増を見込んでおります。その他に移り

ますけども、地方主主税ですけども、１億 ０２１金 ０００金、１  ⒋１％の増であり

ます。１１番目にありますけども、国庫支出金でありますけども、４億 ８８１金 ０ 

００金で、１６％の減、県支出金でありますけども、８億 ６５１金 ０００金で、 

１４％の減であります。寄附金におきましては、 ０００金で、３ ⒊３％の増、不入

金につきましては、４億５５７金 ０００金で、 ⒈８％の減であります。不越金につき

ましては、 ０００金でありますけども、前年度の決算見込みで上げておりますので、

よろしくお願いいたします。合わせまして、先ほども言いましたけども、合計で６７億

０２９金 ０００金で、昨年度に比べまして  ⒋７％の増となっておるところでありま

す。

続きまして、詳細でありますけども、１０ページを御覧いただきたいと思います。前

年度予算との比算というとこのページを御覧いただきたいと思いますけども、歳入にお

きましては、先ほども申し上げましたけども、町民税個人でありますけども、昨年に比

算しまして５２６金 ０００金の増であります。昨年度は、コロナの感染による町民所

得の影響を鑑みまして、過少の予算を立てておりましたけども、今年度は平年並みの予

算に返しておるところであります。

続きまして、固定資産税ですけども、 ０３９金 ０００金の減でありますけども、 

新型コロナウイルス感染症の影響によりまして納税猶予をした法人償却資産分の皆減の

影響であります。

続きまして、地方主主税等でありますけども、地方揮発油主主税とか自動車重０主主

税については、それぞれ微増を見込んでおるとこでありますし、森林環境主主税につき

ましては、先ほども話がありましたけども、地方財政計画あたりにおきまして全体を見

込んで増金の予算を立てさせていただいておるところであります。

地方交付税、普通交付税、特別交付税ありますけども、特に普通交付税については令

和３年度交付実和によりまして増金を見込んでおりますけども、特に地方交付税のうち

普通分につきましては、人口の減少の中にありましても、国の予算により地方一般財源

総金の前年度伴一水準並みの確保ルールが継続されたことによりまして、このような金

金を上げておりますので、御理解いただきたいと思います。

続きまして、国庫支出金でありますけども、災害時に備えた燃料備蓄の推進事業とい
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うことで、 ７６０金の皆減でありますけども、庁舎の空が設備の更新、完了したため

の減金でありますし、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきまして

は、令和３年度の内示金のうち ５５８金 ０００金を国費による不越分、いわゆる本 

省不越しとして計上をしておるところでおりますので、御承知おきをいただきたいと思

います。

県支出金でありますけども、特に国がが査事業費補た金あたりにおきまして、３年度

の前倒しというところもありますし、林業成長産業化総合対策補た金におきましては、

モデル事業の事業年度の終了による減金というところが記載しておりますので、よろし

くお願いをしたいと思います。

続きまして、寄附金でありますけども、 ０００金でありますけども、総合戦略の続

ＰＩあたりにおきまして、６年度の納税１億金を目指す計画の中での ０００金という

ことで努力をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

不入金でありますけども、財政が不基金３億 ８２４金 ０００金でありますけども、 

財源伴足分の不入金の増金ということで、よろしくお願いをしたいと思います。公共施

設等の建設基金については、空がの事業が終わったということであります。医療の確保

の基金につきましては、病院関係の交付税の措置等の金によって ５９４金 ０００金 

にとめておるとこであります。

町債でありますけども、引き続き交付税等算入の有利な地方債を利用しての借入れを

設けたいと思っておりますけども、新しく緊急しゅんせつ推進事業債を８００金予定を

しております。河床掘削事業の事業に充てたいというふうに考えております。

なお、国保税や水道料等は据え置きまして、体育施設の使用料の無料化など、町民の

負担軽減に努めた予算にしておりますので、御理解をいただきたいと思います。

続きまして、歳出でありますけども、歳出はタブレットの６ページを御覧をいただき

たいと思います。歳入歳出の状況のところでの歳出（目的別）でありますけども、こち

らで説明をさせていただきたいと思います。

議会費でありますけども、令和４年度 ９３４金 ０００金で、  １％の増としてお

ります。総務費ですけども、１１億 ６１４金 ０００金で、  ⒐５％、民生費ですけど

も、１０億 １４２金金で、 ７％の増、衛生費ですけども、９億 ７４５金 ０００ 

金で、⒌３％の減、農林水産業費ですけども、１３億 ５３０金 ０００金で、  ⒋５％

の減、商工費ですけども、１億６２６金 ０００金で、２ ⒎７％の減、が木費が５億

３３９金 ０００金で、２ ⒈５％の増、消防費が１億 ７４８金金で、２ ⒊４％の増、

教育費が４億 １９３金 ０００金で、２  ⒈５％の増、災害復旧費が ２５０金金で、

⒉６％の増、公債費が７億 ９０３金 ０００金で、２  ⒈２％の増で、合計が、歳入と

伴じですけども、６７億 ０２９金 ０００金で、  ⒋７％の増となっております。

明細につきましては、次の１１ページを御覧をいただきたいと思いますけども、タブ
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レットの１１ページですけども、総務費でありますけども、庁舎管理事務、庁舎空が更

新事業完了によりまして１億 ０５２金 ０００金の減金でありますし、住民参画まち 

づくり事業におきましては、特に地域活動支援交付金の増あたりを見ておりますし、青

年結婚・ＵＩターン事業につきましては、新法人設立及び運営委託料ということで、新

たな事業を新設するというところで推進していくというところであります。また、全体

では電算業務の効率化とか、行政のデジタル化を図っていくような予算にしております

ので、また御審議方よろしくお願いいたします。

民生費でありますけども、各種団体補た金及び負担金管理事務でありますけども、社

会福祉協議会への運営費補た金の増ということで、地域おこし協力隊受入れ補た金、体

制強化を図るもので上げておりますので、御承知おきいただきたいと思います。

衛生費でありますけども、特に病院事業関係あたりにおきまして ５０９金 ０００ 

金の減ではありますけども、令和４年度も継続して、新型コロナウイルスワクチンの接

種体制等によりまして、町民の予防衛生、安心・安全に努めてまいりたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いいたします。

農林水産業費でありますけども、林業成長産業化モデル事業の終了に伴いまして、前

年度対比⒋５％の減金となっておりますけども、引き続きがんばる農家プラン支援事業

や伴菜等種苗費た成等を継続するとともに、新たな取組として、コロナ禍によるた価下

落の影響を受け経営が悪化した水稲農家の営農資金を支援していきたいと考えておりま

す。また、加えまして、老朽化したトマト７果機を更新して、町の基幹品目として、ト

マトの安定的な生産と供給による農家所得の向上を図りたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。

続きまして、商工費でありますけども、全体的には道の駅指定管理費の所管替え、企

画課から農林課に替えてやるところがありまして、その分減ってはおりますけども、イ

チョウ等のイベント、福金来の蛍のイベントとともに、観ス伴伴対策について充実を図

りたいというふうに考えております。

が木費でありますけども、国の社会資本不備交付金等は年々減少傾向にありますけど

も、優先度を鑑みながら、引き続き町道や新梁、河川、住宅等、住民生活に直結するラ

イフラインの維持管理に努めてまいりたいというふうに考えております。

続きまして、消防費ですけども、年次計画によりまして進めてきました消防可搬ポン

プの更新は全ての地域が終了する予定であります。また、消火栓の更新に加えまして、

自主避難所改修補た金等は引き続き行うようにしておりますし、新たに大歳分団の消防

機庫を新設する予定としておりまして、町民の暮らしと安全を守る取組を進めてまいり

たいというふうに考えております。

続きまして、教育費でありますけども、３園体制を継続して、認定こども園がスター

トしますけども、教育・保育事業のさらなる推進を図るとともに、園児の主体性や学ぶ

力の基礎を育みまして、園・小・中が連携して、地域とともにある学校づくりを推進し
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てまいります。社会教育分伴におきましては、引き続き日伴郡３町の連携による日伴郡

ふるさと教育推進事業を推進しまして、町内にも拠点をオープンしますし、ハード面に

おきましても、老朽化した武道梁７７の修理、町梁梁梁の展示伴ースの改修を行う予定

にしております。

ここにはありませんけども、災害復旧費につきましては、引き続き金一の災害に備え

対応する予算としております。

国民健康保険特別会計におきます国保税は据え置きまして、引き続き健診の受診率ア

ップに向けた取組を行います。また、介護保険、介護サービス事業、後期高齢者医療特

別会計においても、被保険者が安心した生活を送れるよう、連合や事業体と連携して、

安定的な運営に努めてまいりたいと思います。再生可能エネルギー発電事業会計は、新

石見小水力発電所の安全かつ安定的な運営を目指した予算としておりますので、よろし

くお願いをいたしたいと思います。

以上、概要を申し上げましたけども、説明しておらないところがありますけども、そ

の部分については、歳出の性質別や、それから目的別予算のところはまた後で御覧をい

ただきたいと思いますし、タブレットの１４ページには交付税と町債の残高の推移を示

しておるとこでありますし、下段には普通会計の基金の残高の推移も示しておりますの

で、後で御覧をいただきたいと思います。

また、タブレットの１５ページには基金の状況を示しております。これは令和４年２

月２２日現在の状況を示しております。年度末までにはまだ数令が変わる可能性もあり

ますけども、参考にして見てやっていただきたいと思います。

また、タブレット１６ページから１７ページにおきましては普通建設事業の一覧を示

しておりますし、最後のページの下段には、過疎地域自立促進特別事業のソフト事業に

ついても示しておりますので、参考にしていただきたいと思います。

以上、私からの説明を終わりますけども、今後の審議の参考にしていただきまして、

令和４年度当初予算の承認をいただきますように、よろしくお願いいたします。以上で

す。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 続いて失礼いたします。私のほうからは、一般会計の関係

を含めまして、新規事業について、資料のあり場所について説明させていただきたいと

思います。新規事業につきましては、例年どおり予算説明附属資料、今回、紙でもデー

タでも提供しておりますが、末尾のほうに、紙でいいますと１６５ページから１７０ペ

ージ、６事業にわたって新規事業の説明をさせていただいております。御確認をいただ

ければというふうに思います。

また、紙ベースのほうでは、１枚紙で配付をさせていただきましたけども、令和４年

度から行政ポイントを新しく展開をする予定としております。タブレットのほうでは、

この説明附属資料の最終ページに添付をさせていただいております。一覧にしてござい
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ますので、各課のヒアリングの折に、それぞれのポイントの趣旨を御確認いただけるよ

うにヒアリングをしていただければと思います。便宜上、一般会計のこのポイントの予

算につきましては、企画課の企画一般管理事務の中でまとめて計上させていただいて管

理をする予定としております。一般会計のほう５０金、特会のほうと合わせまして８５

金 ０００金分、８５金 ０００ポイントを令和４年度は計上させていただいておりま 

す。基本的な考え方として、スモールスタートということで、できるだけたくさんの町

民の方が参加していただいてポイント付主ができるような事業を７択をさせていただい

ております。ポイントの基本的な考え方ですけども、一般的な行事参加に関するものを

基本３０ポイント、ボランティア的な要素があるものについては１００ポイント、その

中でも総合戦略の続ＰＩの項目に上がっておりますものについて３００ポイントという

ふうな一定のルールを持ちながら、町長が特に重点と定めたものについては ０００ポ

イントであったり、そういった定め方をしております。内容につきましては各課ヒアリ

ングの中でどうぞよろしくお願いいたします。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 私のほうからは、事業会計のほうの予算について御説明さ

せていただきたいと思います。予算書ファイルの１７１ページから、議案第２７号の簡

易水道事業会計予算書をつけておりますので、御覧ください。

まず、３条の収益的収入及び支出であります。収入のほうは、営業収益として ６９

９金 ０００金、営業外収益として１億６１７金 ０００金、簡易水道事業の収益は合 

わせて１億 ３１７金金を予定しております。支出のほうですが、営業費用として１億

３７８２金 ０００金、営業外費用として ２６７金 ０００金、特別３失として６金  

金、合わせて簡易水道事業の費用として１億 ０５６金 ０００金としております。 

第４条の資本的収入及び支出についてであります。収入は、国庫補た金として１６６

金 ０００金を資本的収入と見込んでおります。支出のほうは、建設改新費６００金金、

固定資産購入費４９８金 ０００金、企業債償還金として ４０６金 ０００金、合わ  

せて ５０４金 ０００金の資本的支出を見込んでおります。 

次に、５条には一時借入金、６条には流用ができない経費、職員給主費、それと、７

条には棚卸資産の０度金を示しております。

１７４ページにその明細として予算の実施計画書を示しております。

１７６ページに令和４年度の予定キャッシュフロー計算書を添付しております。この

中で、下から３行目になりますが、令和４年度の現金及び現金伴等物は ８０７金 ０ 

００金の減としております。

１７７ページ以降には職員給主費の明細として職員１名を計上しております。

１８２ページから予定貸借対照表を添付しております。資産の部の固定資産、それと

流動資産、負債の部の固定負債、流動負債、不延べ収益等は示すとおりです。資本の部

の７つ目のの余金として、当年度の未処分利益の余金は ０２９金 ０００金を見込ん 
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でおります。

１８８ページに事業会計予算の見積書として明細を添付しております。大きなものは

特段ありませんが、新しいものとして水道事業会計の資本的収支の中に、水道施設管理

システムの電子シ帳化ということで、４９８金 ０００金を見込んでおります。簡易水

道事業の企業債の償還金は ４０６金 ０００金で、昨年度比 ２５１金 ０００金の   

増加となっております。

それと、１９２ページに固定資産の明細書を添付しております。

続いて、１９３ページを御覧ください。令和４年度の下水道事業会計予算書でありま

す。町長の説明の中で、私の聞き間違いかもしれませんが、業務の予定０の中で、特定

地域生活０水事業の処理０が１金 ４００とあったと思いますが、ちょっと重ねて１４

金４００立たとしております。

下水道事業会計の３条、収益的収入及び支出であります。最初に、収入として、営業

収益 ５６４金 ０００金、営業外収益１億 １３１金 ０００金、合わせて、下水道   

事業の収益として１億 ６９６金金を見込んでおります。支出のほうは、営業費用１億

３４８金金、営業外費用として ０５４金 ０００金、特別３失として１０金金、合  

わせて下水道事業費用の支出は、１億 ４１２金 ０００金としております。 

次に、１９４ページ、資本的収入及び支出の４条であります。収入は、企業債 ０８

０金金、他会計補た金４３金金、国県補た金として１８４金金、負担金等２２３金 ０

００金、資本的収入の合計は ５３０金 ０００金です。支出のほうは、建設改新費と 

して ８１０金金、企業債の償還金として １６２金 ０００金、合わせて資本的支出  

は ９７２金 ０００金となっております。 

企業債の明細につきましては、１９５ページに、下水道事業債、特定地域生活０水処

理事業債、過疎対策事業債の０度金を設定しております。一時借入金、流用ができない

経費、棚卸資産等は提示しとるとおりであります。

１９８ページに予算の実施計画書を添付しております。

２００ページに予定キャッシュフローの計算書を添付しております。下から３行目に、

令和４年度の現金及び現金伴等物は２６１金 ０００金の減を見込んでおります。

２０１ページからは、給主費の明細として職員２人を計上しております。

２０６ページに予定貸借対照表を添付しております。先ほどの簡易水道と伴じく、当

年度の未処分利益の余金は ２８５金 ０００金を見込んでおります。 

２１２ページから予算の見積書、それと、すみません、２１７ページに固定資産の明

細書を添付しております。

下水道事業会計では、例年と変わったものとしては、生山の処理場の７７の修修を実

施する予定としております。企業債の償還金は １６２金 ０００金で、前年から５８ 

金 ０００金の微減となっております。

ということで、審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。
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○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） 失礼します。私のほうからは、病院会計予算につい

て、概要について説明させていただきます。予算書ファイル、タブレット２１８ページ

からになります。第３条の収益的収支予算についてですが、予算総金を１２億 ３１８

金 ０００金とし、前年度に比べて８８６金 ０００金の微増ということになっており 

ます。

タブレット２４５ページの見積書で説明させてください。まず、医業収益全体では、

対前年度比 ３７７金 ０００金の増となっておりますが、この内訳としては、まず入 

院収益について見ますと、令和３年４月から療養病棟４０床のうちの５床を介護療養病

床から医療療養病床へ転換しておりますので、主としてそれによる増が ９４４金 ０ 

００金。外来収益については、外来ざ者数は減少傾向ですが、コロナ特例というのがあ

りまして、院内トリアージ料等がありますので、一定程度１人当たりの単価が上がって

おりまして、全体としては１７４金 ０００金の微減ということになっております。

２ページ後になりますが、介護サービス収益については、介護療養病床５床の減、そ

れと、令和３年度介護報酬改定によって、介護療養病床の基本報酬が大幅に引き下げら

れたというようなことで、全体としては １０７金 ０００金の減となっております。 

医業外収益のほうですが、 ３８３金 ０００金の減となっておりますが、これは入院 

収益の増金見込み等によって一般会計不入金が減少したことにあります。この財源とし

ての基金取崩し金は ６５０金 ０００金となっておるところです。医業費用について 

は、全体として９０７金 ０００金の増となっております。諸経費の個々の内容は省略

させていただきます。

次に、資本的収支予算についてですが、資本的収入は １３４金 ０００金で、 ９  

３４金 ０００金の増、資本的支出が１億 ７８０金 ０００金で、 ８７４金 ００    

０金の増となっており、過年度留保資金から ６４６金 ０００金を補０することとし 

ております。資本的支出の主なものは、療養病棟での転倒骨折を避けるための衝撃吸収

用の床に張り替え１９８金金、それから、７上防水工事に ０５１金 ０００金、それ 

と、医療機器全体で ９５１金 ０００金を計上しておるところでございます。 

以上で概要の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） 以上で提案説明を終了します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第２１号から議案第２９号までの９

議案は、審議の都合により、本日は提案説明までにとどめたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第２１号から議案第２９号

までの９議案は、本日は提案説明までにとどめることに決定しました。

・ ・

－４６－



○議長（山本 芳昭君） お諮りします。各議案とも熟読していただくため、本日は以上

をもって会議を閉じ、散会にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本日は、これをもって会議を閉

じ、散会とすることに決定しました。

ついては、３月３日の本会議は別に通知をしませんので、定刻までに御参集いただき

ますようお願いします。お疲れさまでした。

午後１時５０分散会

－４７－


